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藍
鼎
元
『
女
學
』
.
の
研
究
　
〔
3
〕

婦
徳
篇
上
　
(
本
稿
で
は
、
「
婦
徳
」
篇
上
第
七
章
か
ら
第
十
二
章
ま
で
を
載
せ
る
。
)

【
第
七
童
こ

[
原
文
]
周
文
王
生
有
聖
徳
、
又
得
聖
女
蝦
氏
、
以
鳥
之
配
、
宮
中
之
人
、
於

其
始
至
、
見
共
有
幽
閉
貞
醇
之
徳
、
歌
関
堆
以
美
之
、
其
詞
日
、
開
閉
堆
鳩
、

在
河
之
洲
。
窃
究
淑
女
、
君
子
好
速
、
次
章
日
、
参
差
行
菜
、
左
右
流
之
、
窃

究
淑
女
、
宿
嬢
求
之
、
求
之
不
得
、
宿
痍
思
服
、
悠
哉
悠
哉
、
撫
樽
反
側
、
三

章
日
、
参
差
芹
菜
、
左
右
采
之
、
窃
究
淑
女
、
琴
悪
友
之
、
参
差
行
菜
、
左
右

等
之
、
窃
宛
淑
女
、
鍾
鼓
欒
之
、
[
節
、
葛
音
帽
、
楽
音
洛
、
]

南
國
諸
侯
被
文
王
之
化
、
能
正
心
修
身
、
以
葬
其
家
、
其
女
子
亦
被
后
妃
之

化
、
而
有
専
醇
純
一
之
徳
、
故
嫁
於
諸
侯
、
而
其
家
人
歌
鵠
巣
以
美
之
、
其
詞

日
、
維
鵠
有
巣
、
維
鳩
居
之
、
之
子
干
蹄
、
百
両
御
之
、
次
章
日
、
維
鵠
有
巣
、

維
鳩
方
之
、
之
子
干
蹄
、
百
両
終
之
、
三
章
日
、
維
鵠
有
巣
、
維
鳩
盈
之
、
之

子
干
蹄
、
百
両
成
之
、
　
右
第
七
章
、

周
の
文
王
、
生
ま
れ
な
が
ら
に
し
て
聖
徳
有
り
。
又
た
聖
女
姐
氏
を
得

て
、
以
て
之
れ
を
配
と
焦
す
。
宮
中
の
人
。
其
の
始
め
て
至
る
に
於
い
て
、

'
一

其
の
幽
閉
・
貞
醇
の
徳
有
る
を
見
て
、
閉
経
を
歌
い
て
以
て
之
れ
を
美
l
む
。

其
の
詞
に
日
わ
く
、
開
閉
た
る
堆
鳩
、
河
の
洲
に
在
り
。
窃
宛
た
る
淑
女

下
見
　
隆
雄

つ
れ
あ
い

は
、
君
子
の
好
き
連
な
り
と
。
次
章
に
日
わ
く
、
参
差
た
る
蒋
菜
は
、

も
と

左
右
し
て
之
れ
を
流
む
。
窃
確
た
る
淑
女
は
、
宿
に
も
嬢
に
も
之
れ
を
求

ね

む

る

　

　

さ

め

る

む
。
之
れ
を
求
む
る
も
得
ざ
れ
ば
、
宿
に
も
嬢
に
も
思
服
す
。
悠
な
る

か
な
悠
な
る
か
な
、
栂
持
し
て
反
側
す
と
。
三
章
に
日
わ
く
。
参
差
た
る

行
菜
は
、
左
右
し
て
之
れ
を
采
る
。
窃
究
た
る
淑
女
は
、
琴
宏
し
て
之
れ

一
～
ら

を
友
と
す
。
参
差
た
る
芹
菜
は
、
左
右
し
て
之
れ
を
葛
ぶ
。
窃
究
た
る
淑

女
は
、
鍾
鼓
し
て
之
れ
を
欒
し
む
。
(
1
)
　
[
節
な
り
。
葛
は
、
音
栂
。
柴
は
、

音
格
。
]

南
国
の
諸
侯
、
文
王
の
化
を
被
り
て
、
能
く
心
を
正
し
身
を
修
め
て
、

と
と
の

以
て
其
の
家
を
賓
う
。
其
の
女
子
も
亦
た
后
妃
の
化
を
被
り
て
、
而
し

て
専
辞
・
純
一
の
徳
有
り
。
故
に
諸
侯
に
嫁
ぎ
て
、
而
し
て
其
の
家
人
、

鵠
巣
を
歌
い
て
以
て
之
れ
を
美
む
。
其
の
詞
に
日
わ
く
、
維
れ
幾
、
巣
有

こ

　

　

　

　

ゆ

　

と

つ

れ
ば
、
維
れ
鳩
、
之
れ
に
居
る
。
之
の
子
、
干
き
鰐
ぎ
て
、
百
両
も
て
、

む
か

之
れ
を
御
う
。
次
章
に
日
わ
く
、
維
れ
詩
、
巣
有
れ
ば
、
維
れ
鳩
、
之
れ

た

も

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

お

く

を
方
つ
。
之
の
子
、
干
き
紡
ぎ
て
、
百
両
も
て
、
之
れ
を
滑
る
。
三
章
定

日
わ
く
、
維
れ
缶
、
巣
有
れ
ば
、
維
れ
鳩
、
之
れ
に
盈
つ
。
之
の
子
、
干

き
厨
ぎ
て
、
百
両
も
て
、
之
れ
を
成
す
。
(
2
)
　
[
両
は
、
倶
に
音
亮
。
御
は
、

音
近
。
]
　
右
、
第
七
章
。
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○
資
料
研
究

(
1
)
　
こ
の
部
分
は
、
朱
子
『
詩
集
停
』
と
、
『
詩
経
』
周
南
、
開
腹
を
合
成

し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
初
め
は
『
詩
集
侍
』
の
、
「
周
の
文
王
、
生
ま
れ
な

が
ら
に
し
て
聖
徳
有
り
。
又
た
聖
女
似
氏
を
得
て
、
以
て
之
れ
を
配
と
焦
す
。

宮
中
の
人
、
其
の
始
め
て
至
る
に
於
い
て
、
其
の
幽
閉
・
貞
醇
の
徳
有
る
を
見

る
。
故
に
是
の
詩
を
作
る
。
」
　
を
用
い
る
。
次
に
、
『
女
學
』
は
、
「
関
肢
を
歌

い
て
以
て
之
れ
を
美
む
。
其
の
詞
に
日
わ
く
、
」
を
加
え
て
、
「
開
堆
」
　
を
連

ね
る
。
す
な
わ
ち
、
「
関
関
た
る
堆
鳩
、
河
の
洲
に
在
り
。
窃
羅
た
る
淑
女
は
、

君
子
の
好
き
連
な
り
と
。
次
章
に
日
わ
く
、

参
差
た
る
行
菜
は
、
左
右
、
之
れ

を
流
む
。
窃
究
た
る
淑
女
は
、
宿
に
も
森
に
も
之
れ
を
求
む
。
之
れ
を
求
む
る

も
得
ざ
れ
ば
、
膚
に
も
麻
に
も
思
服
す
。
悠
な
る
か
な
悠
な
る
か
な
、
撫
緯
し

て
反
側
す
と
。
ヨ
司
叫
珂
珂
引
。
参
差
た
る
芹
菜
は
、
左
右
、
之
れ
を
采
る
。

窃
究
た
る
淑
女
は
、
琴
怒
し
て
之
れ
を
友
と
す
。
参
差
た
る
行
菜
は
、
左
右
、

之
れ
を
宅
ぶ
。
窃
究
た
る
淑
女
は
、
鐘
鼓
し
て
之
れ
を
楽
し
む
。
」
　
で
あ
る
。

傍
線
部
分
は
、
『
女
學
』
で
工
夫
し
て
付
加
さ
れ
た
表
現
で
あ
る
。

な
お
、
『
詩
集
侍
』
は
、
こ
の
詩
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
な
解
説
を
掲
げ
る
。

す
な
わ
ち
、
女
と
は
、
嫁
ぐ
前
の
女
性
の
意
で
、
文
王
の
后
で
あ
る
大
敗
を
指

す
こ
と
。
君
子
と
は
、
文
王
を
指
す
こ
と
な
ど
。

詩
の
内
容
に
つ
い
て
、
第
一
章
に
は
、
「
言
う
こ
こ
ろ
、
彼
の
開
閉
然
た
る

堆
鳩
、
則
ち
相
い
輿
に
、
河
洲
の
上
に
和
鳴
す
。
此
の
窃
究
た
る
淑
女
、
則
ち

宝
に
君
子
の
善
き
匹
な
る
に
非
ず
や
と
な
り
。
言
う
こ
こ
ろ
、
其
の
相
い
輿
に

和
欒
し
て
恭
敬
す
る
こ
と
、
亦
た
、
堆
鳩
の
情
、
撃
に
し
て
別
有
る
が
若
き
と

な
り
。
」
　
と
述
べ
る
。

第
二
卓
に
は
、
「
比
の
章
、
其
の
未
だ
得
ざ
る
に
本
づ
き
て
言
う
。
彼
の
参

差
た
る
芹
菜
　
(
『
詩
集
侍
』
に
、
「
浮
き
て
水
面
に
在
り
、
或
る
い
は
左
し
或
る
い
は
右

す
。
言
う
こ
こ
ろ
方
無
き
な
り
。
」
と
)
　
は
、
昔
に
左
右
し
て
方
無
く
し
て
、
以
て

之
れ
を
流
む
べ
き
な
り
。
此
の
窃
究
た
る
淑
女
は
、
則
ち
昔
に
宿
に
も
窪
に
も

忘
れ
ず
し
て
、
以
て
之
れ
を
求
む
べ
き
な
り
。
蓋
し
比
の
人
此
の
徳
、
世
と
し

て
常
に
は
有
ら
ず
。
之
れ
を
求
め
て
得
ざ
れ
ば
、
則
ち
以
て
君
子
に
配
し
て
而

し
て
其
の
内
治
の
美
を
成
す
無
し
。
故
に
其
の
憂
思
の
深
き
こ
と
、
自
ら
巳
む

能
わ
ざ
る
こ
と
、
此
く
の
如
き
に
至
る
な
り
。
」
と
解
説
す
る
。
毛
侍
や
鄭
箋

で
は
、
此
の
部
分
は
、
淑
女
自
身
と
好
き
速
を
慕
う
男
性
に
掛
け
て
解
釈
す
る

が
、
朱
子
は
、
文
王
の
配
偶
者
を
苦
心
し
て
探
し
求
め
る
の
は
、
そ
の
臣
下
で

あ
る
と
解
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
『
詩
集
停
』
を
採
用
す
る
『
女
學
』
は
、

こ
こ
は
朱
子
の
説
に
従
っ
て
い
る
で
あ
ろ
う
。

第
三
・
四
章
に
つ
い
て
、
「
此
の
章
、
今
始
め
て
得
る
に
据
り
て
言
う
。
彼

の
参
差
た
る
芹
菜
は
、
既
に
之
れ
を
待
た
れ
ば
、
則
ち
昔
に
采
拝
し
て
之
れ
を

烹
葛
す
べ
き
な
り
。
此
の
窃
宛
た
る
淑
女
既
に
之
れ
を
待
た
れ
ば
、
則
ち
昔
に

親
愛
し
て
之
れ
を
娯
欒
せ
し
む
べ
き
な
り
。
蓋
し
比
の
人
比
の
徳
、
世
と
し
て

常
に
は
有
ら
ず
。
幸
い
に
し
て
之
れ
を
得
れ
ば
、
則
ち
以
て
君
子
に
配
し
て
而

し
て
内
治
を
成
す
こ
と
有
り
。
故
に
書
欒
・
尊
奉
の
意
あ
る
こ
と
、
自
ら
巳
む

能
わ
ざ
る
こ
と
、
又
た
此
の
如
し
と
云
う
。
」
　
と
す
る
。

(
2
)
　
こ
の
部
分
は
、
朱
子
『
詩
集
侍
』
と
、
『
詩
経
』
召
南
、
鵠
巣
を
合
成

す
る
。
「
鵠
巣
」
　
の
第
一
章
の
　
『
詩
集
倍
』
に
、
「
南
国
の
諸
侯
、
文
王
の
化

を
被
り
て
、
能
く
心
を
正
し
身
を
修
め
て
、
以
て
其
の
家
を
寮
う
。
其
の
女
子

も
亦
た
后
妃
の
化
を
被
り
て
、
而
し
て
専
醇
・
純
一
の
徳
有
り
。
故
に
諸
侯
に

嫁
ぎ
て
、
而
し
て
共
の
家
人
、
之
れ
を
美
め
て
日
わ
く
、
維
れ
幾
に
巣
有
れ
ば
、

こ

則
ち
鳩
来
り
て
之
れ
に
居
る
。
是
こ
を
以
て
之
の
子
干
き
紡
ぎ
て
、
而
し
て
百

両
も
て
之
れ
を
迎
う
る
な
り
。
此
れ
詩
の
意
、
猶
お
周
南
の
閉
経
有
る
が
ご
と
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し
。
」
　
と
あ
る
。
傍
線
部
r
之
れ
を
美
め
て
日
わ
く
」
　
の
部
分
を
、
『
女
學
』

は
、
「
鵠
巣
を
歌
い
て
以
て
之
れ
を
美
む
し
　
に
変
形
し
、
「
鵠
巣
」
　
の
詩
句
を

連
ね
て
ま
と
め
る
。

r
鵠
」
・
「
鳩
」
　
に
つ
い
て
、
『
詩
集
侍
』
は
次
の
よ
う
に
解
説
す
る
。
「
憩
、

つ

く

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

た

善
く
巣
を
慮
り
て
、
其
の
巣
最
も
完
国
鳥
り
。
鳩
、
性
拙
く
し
て
、
巣
を
鳥
る

能
わ
ず
。
或
る
い
は
憩
の
成
巣
に
居
る
者
有
り
。
」
　
と
。
ま
た
、
詩
句
に
つ
い

て
、
次
の
よ
う
な
解
説
を
掲
げ
る
。
r
之
の
子
は
、
夫
人
を
指
す
な
り
。
南
は
、

一
車
な
り
。
一
車
、
両
輪
あ
り
。
故
に
之
れ
を
雨
と
謂
う
。
御
は
、
迎
う
る
な

り
。
諸
侯
の
子
諸
侯
に
嫁
す
。
送
御
、
皆
な
百
両
も
て
す
る
な
り
。
」
と
。
ま

た
、
第
二
章
の
　
「
終
」
は
「
送
る
」
と
、
第
三
草
に
つ
い
て
、
「
盈
、
滞
な
り
。

衆
腰
・
姪
妹
、
の
多
き
を
謂
う
。
成
は
、
其
の
頑
を
成
す
な
り
。
」
と
。

【
第
八
章
】

[
原
文
]
魯
荘
公
十
一
年
、
冬
、
王
姫
厨
子
賓
、
胡
氏
侍
日
、
陽
侶
而
陰
和
、

夫
先
而
婦
従
、
天
理
也
、
錐
以
王
姫
之
貴
、
共
営
執
婦
道
、
典
公
侯
大
夫
士
庶

人
之
女
、
何
以
異
歳
、
故
舜
鳥
匹
夫
、
妻
帝
二
女
、
而
其
書
目
、
痛
於
虞
西
周

王
姫
嫁
干
諸
侯
、
亦
執
婦
道
、
成
粛
離
之
徳
、
其
詩
日
、
何
彼
棍
臭
、
唐
様
之

華
、
る
不
粛
離
、
王
姫
之
車
、
言
王
姫
下
嫁
干
諸
侯
、
車
服
之
盛
如
比
、
而
不

敢
挟
貴
以
礪
其
夫
家
、
故
見
其
車
者
、
知
其
能
敬
且
和
、
以
執
婦
道
、
於
是
作

詩
以
美
之
、
[
侍
去
督
、
陰
和
之
和
去
督
、
]
右
第
八
章
、

と
つ

魯
の
荘
公
十
一
年
。
冬
。
王
姫
、
寮
に
厨
ぐ
。
胡
氏
侍
に
日
わ
く
、

と
な

陽
、
侶
え
て
、
而
し
て
陰
、
和
し
、
夫
、
先
ん
じ
て
、
而
し
て
婦
、
従
う

は
、
天
の
理
な
り
。
王
姫
の
貴
き
を
以
て
す
る
と
錐
も
、
其
の
婦
道
を
執

る
に
昔
た
り
て
は
、
公
僕
・
大
夫
・
士
・
庶
人
の
女
と
輿
に
す
る
こ
と
、

た

何
を
以
て
か
異
な
ら
ん
や
。
故
に
舜
、
匹
夫
盛
り
て
、
帝
の
二
女
を
妻
と

ぐ

　

上

め

と

な

る

す
。
而
し
て
其
の
書
に
日
わ
く
、
虞
に
　
醸
　
す
と
。
西
周
の
王
姫
、
諸

侯
に
嫁
ぐ
に
も
・
亦
た
婦
柑
篭
り
て
、
彗
な
。
獣
の
徳
を
成
す
・
其
の

に

わ

う

め

　

　

　

な

ん

詩
に
日
わ
く
、
何
ぞ
彼
の
穏
な
る
、
唐
様
の
華
。
る
ぞ
粛
蟄
な
ら
ざ
ら

ん
、
王
姫
の
車
　
(
1
)
。
言
う
こ
こ
ろ
、
王
姫
、
諸
侯
に
下
嫁
す
る
に
、

ほ
こ

車
服
の
盛
ん
な
る
こ
と
此
く
の
如
し
。
而
る
に
敢
え
て
貴
な
る
を
挟
り
て

か
ろ
ん

以
て
其
の
夫
家
を
額
ず
る
を
せ
ず
。
故
に
其
の
重
を
見
る
者
。
其
の
能

つ

つ

　

　

　

　

な

ご

く
敬
し
み
且
つ
和
や
か
に
し
て
、
以
て
婦
道
を
執
る
を
知
る
。
是
れ
に
於

い
て
詩
を
作
り
て
以
て
之
れ
を
美
む
(
2
)
。
[
樽
は
、
去
智
。
陰
和
の
和
は
、

去
督
。
]
　
右
、
第
八
章
。

○
資
料
研
究

こ
の
第
八
章
は
、
『
春
秋
胡
氏
侍
』
・
『
詩
経
』
・
『
詩
集
侍
』
な
ど
の
文
を
合

成
し
て
い
る
。

(
1
)
　
『
春
秋
』
.
荘
公
十
一
年
の
経
文
に
、
「
冬
、
王
姫
、
斉
に
蹄
ぐ
。
」
　
と
あ

こ

あ

ん

こ

く

る
。
以
下
の
部
分
は
、
南
采
の
胡
安
国
『
春
秋
胡
氏
侍
』
巻
八
に
基
づ
く
。
す

な
わ
ち
、
「
案
ず
る
に
、
…
…
…
春
秋
の
義
、
君
を
尊
び
、
臣
を
抑
う
。
其
の

な
ん
ナ

書
、
王
姫
の
下
嫁
す
る
に
、
る
慮
れ
ぞ
列
国
の
女
と
同
辞
に
し
て
而
し
て
異
な

ら
ず
や
。
日
わ
く
、
陽
、
侶
え
て
、
而
し
て
陰
、
和
し
、
夫
、
先
ん
じ
て
、
而

し
て
婦
、
従
う
は
、
天
の
理
な
り
。
刃
捌
コ
盟
間
司
可
後
嘲
吋
訓
引
副
と
l
創
成
、
、

別
封
王
姫
の
貴
き
を
以
て
す
る
と
雌
も
、
其
の
婦
道
を
執
る
に
昔
た
り
て
は
、

公
侯
・
大
夫
・
士
・
庶
人
の
女
と
輿
に
す
る
こ
と
、
何
を
以
て
か
異
な
ら
ん
や
。

た

故
に
舜
、
匹
夫
鳥
り
て
、
帝
の
二
女
を
妻
と
す
。
而
し
て
其
の
書
に
日
わ
く
、

虞
に
接
す
と
。
西
周
の
王
姫
、
諸
侯
に
嫁
ぐ
に
も
、
亦
た
婦
道
を
執
り
て
、
粛

確
の
徳
を
成
す
。
其
の
詩
に
日
わ
く
、
粛
離
な
ら
ざ
ら
ん
、
王
姫
の
車
云
々
。
」

と
あ
る
。
『
女
學
』
は
、
上
記
傍
線
部
　
「
天
理
を
述
べ
て
後
世
に
訓
う
る
と
き
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は
、
則
ち
」
　
の
部
分
を
削
除
し
て
取
り
込
み
、
「
其
の
詩
に
日
わ
く
」
　
の
部
分

に
つ
い
て
は
、
『
詩
経
』
召
南
、
何
彼
棍
臭
の
第
一
章
　
「
何
ぞ
彼
の
棲
な
る
、

唐
様
の
華
。
」
　
の
部
分
を
増
し
入
し
て
い
る
。

「
其
の
書
に
日
わ
く
」
　
は
、
『
書
経
』
尭
典
に
依
る
。
す
な
わ
ち
、
「
二
女
を

姑
柄
に
澄
め
降
し
、
虞
に
賭
す
。
」
　
と
あ
る
。
l

(
2
)
　
こ
の
部
分
は
　
r
何
彼
桟
臭
」
　
の
『
詩
集
侍
』
に
依
る
。
す
な
わ
ち
、

次
の
よ
う
に
解
説
す
る
。
「
王
姫
、
諸
侯
に
下
嫁
す
る
に
、
車
服
の
盛
な
る
こ

と
此
く
の
如
し
。
而
る
に
敢
え
て
貴
な
る
を
挟
り
て
以
て
其
の
夫
家
を
額
ず
る

を
せ
ず
。
故
に
其
の
車
を
見
る
者
。
其
の
能
く
敬
し
み
且
つ
和
や
か
に
し
て
、

以
て
婦
道
を
執
る
を
知
る
。
走
れ
に
於
い
て
詩
を
作
り
て
以
て
之
れ
を
美
む
。

日
わ
く
、
何
ぞ
彼
れ
戎
戎
と
し
て
両
も
盛
ん
な
る
や
。
乃
ち
唐
様
の
華
な
り
。

此
れ
何
ぞ
粛
粛
と
し
て
而
し
て
敬
し
み
、
駐
謎
と
し
て
而
し
て
和
や
か
な
る
や
。

乃
ち
王
姫
の
車
な
り
。
此
れ
武
王
以
後
の
詩
な
れ
ど
も
、
何
王
の
世
な
る
か
を

あ
き
ら
か
に
し
る

的
　
知
す
べ
か
ら
ず
。
然
れ
ど
も
文
王
・
太
姐
の
教
、
久
し
く
し
て
両
も
衰

え
ざ
る
こ
と
、
亦
た
見
る
可
き
な
り
。
」
　
と
あ
る
。
『
女
學
』
は
、
『
詩
集
侍
』

の
　
「
王
姫
、
諸
侯
に
下
嫁
す
る
に
、
車
服
の
盛
ん
な
る
こ
と
此
く
の
如
し
。
而

る
に
敢
え
て
貴
な
る
を
挟
り
て
以
て
其
の
夫
家
の
額
ず
る
を
せ
ず
。
故
に
其
の

車
を
見
る
者
。
其
の
能
く
敬
し
み
且
つ
和
や
か
に
し
て
、
以
て
婦
道
を
執
る
を

知
る
。
走
れ
に
於
い
て
詩
を
作
り
て
以
て
之
れ
を
美
む
。
」
　
の
部
分
を
切
り
取

っ
て
、
『
詩
経
』
の
句
に
結
び
付
け
て
い
る
。

◎
『
典
故
列
女
侍
』
頭
注
部
分

「
内
閣
文
庫
」
本
の
頭
注
部
分
に
、

[
原
文
]
蝮
音
賓
、
婦
也
、
服
也
、
又
妃
嬉
婦
官
也
、

嬢
は
、
音
賓
。
婦
な
り
、
服
な
り
。
又
た
妃
賭
、
婦
官
な
り
。

/

と
あ
る
。
本
文
「
嬢
於
虞
」
　
に
付
す
る
注
で
あ
ろ
う
。
各
本
、
以
下
の
よ
う
で

あ
る
。

②
　
嫁
音
賓
、
婦
也
、
服
也
、

③
　
妓
音
賓
、
婦
也
、
服
也
、

④
　
嬢
音
賓
、
婦
也
、
服
也
、

⑤
　
嬢
音
賓
、
婦
也
、
服
也
、

⑥
　
痩
音
貧
l
、
婦
也
、
服
也
、

以
上
に
依
れ
ば
、
⑥
の
傍
線
部

又
妃
媛
婦
官
也
、

又
妃
嬢
婦
官
也
、

又
妃
嬢
婦
官
也
、

又
妃
嬉
婦
官
也
、

又
妃
嬢
婦
官
也
、

「
噴
、
音
貧
」
　
の
み
が
他
本
と
異
な
る
。

【
第
九
章
】

[
原
文
]
漠
飽
宣
妻
桓
氏
、
字
小
君
、
宣
嘗
就
少
君
父
學
、
父
奇
其
清
書
、
故

以
女
妻
之
、
装
送
資
賄
甚
盛
、
宣
不
悦
謂
妻
日
、
少
君
生
富
額
、
習
美
飾
、
而

喜
寮
貧
嬢
、
不
敢
昔
頑
、
裏
目
、
大
人
以
先
生
修
徳
守
約
、
故
使
賎
妾
侍
執
巾

櫛
、
既
奉
承
君
子
、
唯
命
是
従
、
宣
笑
日
能
如
是
、
是
喜
志
也
、
妻
乃
悉
蹄
服

飾
侍
御
、
更
著
短
衣
裳
輿
宣
共
挽
鹿
車
、
踪
郷
里
、
拝
姑
稽
畢
、
提
聾
出
汲
、

脩
行
婦
道
、
郷
邦
稀
之
、
[
輿
少
倶
去
督
、
女
妻
之
妻
去
督
、
賄
呼
畏
切
、
著
音
着
、
]

扶
風
梁
鴇
、
字
伯
驚
、
勢
家
慕
其
高
節
、
多
欲
拝
島
婿
、
鴻
並
不
就
、
同
賭

孟
氏
有
女
名
光
、
肥
醜
而
黒
力
能
學
石
臼
、
揮
封
不
縁
、
鴻
聞
而
姿
之
、
始
以

装
飾
入
門
七
日
而
鴻
不
答
、
光
臨
淋
下
請
罪
、
鴻
日
、
吾
欲
裏
褐
之
人
、
可
輿

倶
隠
深
山
者
、
今
衣
綺
羅
、
博
粉
黛
、
「
、
豊
鴻
所
願
故
、
光
日
、
以
観
夫
子
之
志

耳
、
乃
更
鳥
椎
馨
、
着
布
衣
操
作
而
前
、
鴻
大
書
日
、
此
眞
染
鴻
妻
也
、
字
之

日
徳
超
、
共
入
覇
陵
山
中
、
以
耕
練
馬
業
、
[
節
、
衣
綺
羅
之
衣
主
宰
、
締
着
起
、

椎
直
通
切
、
彰
古
器
切
、
]

蓑
随
妻
、
馬
融
女
也
、
融
家
世
豊
厚
、
装
遣
甚
盛
、
初
成
種
、
脇
間
日
、
婦

奉
箕
帯
而
巳
、
何
乃
過
珍
麓
平
、
封
日
、
慈
親
垂
愛
、
不
敢
逆
命
、
君
若
欲
某
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飽
宣
染
鴻
之
高
、
妾
亦
請
従
少
君
孟
光
之
事
臭
、
[
塊
五
委
切
、
巳
音
以
、
少
去

賛、]論
日
、
料
所
謂
無
違
夫
子
、
▼
甘
苦
同
之
者
也
、
粧
資
之
盛
、
婦
女
所
懲
・
尚

且
承
順
夫
志
、
割
愛
以
成
其
美
、
則
其
無
往
而
不
敬
順
可
知
也
、
l
世
教
下
衰
、

婚
要
論
財
、
女
子
婿
嫁
、
或
於
母
家
需
索
無
厭
、
必
求
資
装
豊
備
、
寡
廉
鮮
恥
、

悟
不
知
羞
、
男
子
猥
晒
性
成
、
不
立
志
節
、
姿
婦
入
門
厭
憎
奮
薄
、
此
皆
不
肖

之
尤
、
墳
風
俗
之
甚
者
也
、
讃
此
章
能
無
毅
然
快
哉
、
[
無
厭
之
厭
平
智
、
直
音

廉
、
]
　
右
第
九
章
、

漢
の
飽
宣
の
妻
、
桓
氏
。
字
は
小
君
。
宣
、
嘗
て
少
君
の
父
に
就
き
て

め
あ

學
ぶ
。
父
、
其
の
清
苦
な
る
を
奇
と
す
。
故
に
女
を
以
て
之
れ
に
妻
わ
す
。

装
送
・
資
賄
、
甚
だ
盛
な
り
。
宣
、
悦
ば
ず
し
て
妻
に
謂
い
て
日
わ
く
。

少
君
、
富
礪
な
る
に
生
ま
れ
、
美
飾
を
習
い
と
す
。
而
る
に
菩
れ
、
貧
腹

つ
ま

を
賞
と
す
。
敢
え
て
確
す
る
に
督
た
ら
ず
と
。
妻
、
日
わ
く
、
大
人
、
先

生
の
徳
を
修
め
約
を
守
る
を
以
て
の
故
に
慮
妾
を
し
て
巾
櫛
を
侍
執
せ
使

む
。
既
に
君
子
に
奉
承
す
。
唯
だ
命
の
ま
ま
に
是
れ
従
わ
ん
と
。
宣
、
笑

い
て
日
わ
く
、
能
く
是
く
の
如
く
ん
ば
、
是
れ
吾
が
志
な
り
と
。
妻
、
乃

ち
悉
く
服
飾
・
侍
御
を
蹄
し
て
、
更
め
て
短
衣
裳
を
著
け
て
、
宣
と
輿
に

共
に
鹿
車
を
挽
き
て
、
郷
里
に
締
る
。
姑
に
拝
し
て
穐
畢
わ
り
。
喪
を
提

え
て
出
で
て
汲
む
。
婦
道
を
脩
行
す
。
郷
邦
、
之
れ
を
稀
す
　
(
1
)
。
[
節

な
り
。
少
は
、
倶
に
去
督
。
女
妻
の
妾
は
、
去
啓
。
蹄
は
、
呼
畏
の
切
。
著
は
、

音着。]扶
風
の
梁
洩
。
字
は
伯
鷲
。
勢
家
、
其
の
高
節
を
慕
い
て
、
拝
ん
で
婿

と
鳥
さ
ん
と
欲
す
る
も
の
多
け
れ
ど
も
、
鴇
、
並
び
に
就
か
ず
。
同
螺
の

孟
氏
に
女
有
り
、
名
は
光
。
肥
醜
に
し
て
而
も
黒
し
。
力
、
能
く
石
白
を

翠
ぐ
。
封
を
搾
び
て
嫁
が
ず
。
油
、
聞
き
て
而
し
て
之
れ
を
要
る
。
始
め
、

以
て
装
飾
し
て
門
に
入
る
に
、
七
日
な
れ
ど
も
、
而
れ
ど
も
鴻
、
答
え
ず
。

光
、
休
下
に
脆
き
て
罪
を
請
う
。
油
、
日
わ
く
、
吾
、
裏
褐
の
人
に
し
て
、

つ

輿
に
倶
に
深
山
に
隠
す
可
き
者
を
欲
す
。
今
、
締
羅
を
衣
て
、
粉
黛
を
偉

く
。
豊
に
渦
の
顧
う
所
な
ら
ん
や
と
。
光
、
日
わ
く
、
以
て
夫
子
の
志
を

さ
い
づ
ち
ま
げ

観
ん
と
す
る
の
み
と
。
乃
ち
更
え
て
経
　
営
を
属
し
て
、
布
衣
を
着
け
、

し

ご

と

し

た

く

　

　

　

　

　

ナ

ナ

操
　
作
し
て
而
し
て
前
む
。
油
、
大
い
に
喜
び
て
日
わ
く
、
此
れ
眞
に
梁

鴇
の
妻
な
り
と
。
之
れ
に
字
し
て
徳
超
と
日
う
。
共
に
覇
陵
山
中
に
入
り

て
。
耕
織
を
以
て
業
と
焦
す
　
(
2
)
。
[
節
な
り
。
衣
綺
羅
の
衣
は
、
去
督
。

蹄
は
、
音
起
。
椎
は
、
直
迫
の
切
。
撃
は
、
古
器
の
切
。
]

衷
随
の
妻
。
馬
融
の
女
な
り
。
敵
が
家
、
世
々
竪
厚
に
し
て
、
装
遣
、

甚
だ
盛
な
り
。
初
め
て
成
祓
し
て
、
随
、
問
ひ
て
日
わ
く
、
婦
は
箕
帯
を

奉
ず
る
の
み
。
何
ぞ
乃
ち
珍
麓
に
過
ぎ
た
る
や
と
。
封
へ
て
日
わ
く
、
慈

親
、
愛
を
垂
れ
た
る
な
れ
ば
。
敢
へ
て
命
に
逆
は
ず
。
君
、
若
し
飽
宣
・

梁
鴇
の
高
き
を
幕
は
ん
と
欲
す
る
な
れ
ば
。
妾
も
亦
た
少
君
・
孟
光
の
事

に
従
は
ん
こ
と
を
請
ふ
と
　
(
3
)
。
[
随
は
、
五
委
の
切
。
巳
は
、
音
以
。

少
は
、
去
響
。
]

論
に
日
わ
く
、
此
れ
所
謂
る
、
夫
子
に
違
う
こ
と
無
く
、
甘
苦
を
ば
之

よ
そ
お
い
の
も
ち
も
の

れ
を
同
じ
う
す
る
者
な
り
。
粧
　
　
資
の
盛
な
る
、
婦
女
の
憩
う
る
所

な
る
も
、
尚
お
且
つ
夫
の
志
を
承
順
し
て
、
割
愛
し
て
以
て
其
の
美
を
成

さ
ば
、
則
ち
其
の
往
く
と
し
て
敬
順
な
ら
ざ
る
無
き
こ
と
知
る
可
き
な
り
。

世
教
、
下
衰
し
て
、
婚
要
す
る
に
財
を
論
ず
。
女
子
、
牌
に
嫁
せ
ん
と
し

よ
め
い
り
じ
た
く

て
、
或
は
母
家
に
於
い
て
需
索
し
て
厭
う
こ
と
無
け
れ
ば
、
ノ
必
ず
資
　
装

の
豊
備
な
る
を
求
め
て
、
廉
寡
く
恥
鮮
く
し
て
、
悟
と
し
て
羞
ず
る
こ
と

み

だ

れ

い

ヤ

し

　

　

　

　

　

　

お

と

こ

の

き

が

ま

え

を
知
ら
ず
。
男
子
、
猥
　
随
の
性
成
り
て
、
志
　
　
節
を
立
て
ざ
れ
ば
、

そ
ま
つ

要
り
し
婦
の
門
に
入
る
に
、
喬
の
薄
な
る
を
厭
憎
す
。
此
れ
皆
、
不
肖
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の
尤
に
し
て
、
風
俗
を
壊
す
の
甚
だ
し
き
者
な
り
。
比
の
章
を
讃
み
て
、

能
く
毅
然
と
し
て
悦
づ
る
こ
と
無
か
ら
ん
や
　
(
4
)
。
[
無
厭
の
厭
は
、
平

督
。
直
は
、
音
廉
。
]
　
右
、
第
九
章
。

○
資
料
研
究

(
1
)
　
こ
こ
は
、
『
後
漢
書
』
列
停
第
七
四
列
女
侍
の
　
「
勅
梅
飽
宣
妻
j
伝
に

よ
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
「
勃
海
の
飽
宣
妻
な
る
者
は
、
桓
邱
戯

姻
瑚
引
。
字
は
小
君
。
宣
、
嘗
て
少
君
の
父
に
就
き
て
學
ぶ
。
父
、
其
の
清
苦

め
あ

な
る
を
奇
と
す
。
故
に
女
を
以
て
之
れ
に
妻
わ
す
。
装
送
・
資
賄
、
甚
だ
盛
な

つ
ま

り
。
宣
、
悦
ば
ず
し
て
妻
に
謂
い
て
日
わ
く
。
少
君
、
富
顧
な
る
に
生
ま
れ
、

美
飾
を
習
い
と
す
。
而
る
に
喜
れ
、
貧
鷹
を
寅
と
す
。
敢
え
て
種
す
る
に
昔
た

ら
ず
と
。
妻
、
日
わ
く
、
大
人
、
先
生
の
徳
を
修
め
約
を
守
る
を
以
て
の
故
に

戌
妾
を
し
て
巾
櫛
を
侍
執
せ
使
む
。
既
に
君
子
に
奉
承
す
。
唯
だ
命
の
ま
ま
に

是
れ
従
わ
ん
と
。
宣
、
笑
い
て
日
わ
く
、
能
く
是
く
の
如
く
ん
ば
、
是
れ
音
が

志
な
り
と
。
妻
、
乃
ち
悉
く
筍
っ
瑚
鯛
を
厨
し
て
、
更
め
て
短
布
利
封
を
着
け

て
、
宣
と
輿
に
共
に
鹿
車
を
挽
き
て
、
郷
里
に
締
る
。
姑
に
拝
し
て
種
畢
わ
り
。

賓
を
提
え
て
出
で
て
汲
む
。
婦
道
を
脩
行
す
。
郷
邦
、
之
れ
を
稀
す
。
」
　
と
あ

る
。
傍
線
部
に
表
現
の
異
同
が
有
る
他
は
同
文
で
あ
る
。
た
だ
し
、
『
後
漢
書
』

に
は
、
次
の
一
文
が
有
る
が
、
『
女
學
』
で
は
、
こ
れ
を
削
除
し
て
い
る
。
す

な
わ
ち
、
「
宣
、
哀
帝
の
時
、
官
、
司
隷
校
尉
に
至
る
。
子
、
永
、
中
興
の
初
、

魯
郡
太
守
と
慮
る
。
永
の
子
、
ノ
星
、
従
容
と
し
て
小
君
に
聞
い
て
日
わ
く
、
太

い
な

夫
人
、
寧
ぞ
復
た
鹿
車
を
挽
き
七
時
を
識
す
る
や
不
や
と
。
封
え
て
日
わ
く
、

先
姑
、
言
え
る
こ
と
有
り
、
存
に
て
は
亡
を
忘
れ
ず
、
安
に
て
は
危
を
忘
れ
ず

と
。
喜
、
焉
ん
ぞ
敢
え
て
忘
れ
ん
や
と
。
」
　
と
あ
る
。
後
の
　
「
論
日
」
　
の
指
摘

か
ら
し
て
、
こ
の
部
分
が
こ
こ
か
ら
省
か
れ
た
の
は
当
然
で
あ
ろ
う
。
な
お
、

『
小
學
』
善
行
第
六
に
も
こ
の
部
分
を
引
用
し
、
ま
と
め
方
は
、
『
女
學
』
と

同
じ
で
あ
る
。
藍
鼎
元
は
、
『
小
學
』
の
資
料
に
依
拠
し
た
可
能
性
が
高
い
。

た
だ
し
、
「
服
飾
・
侍
御
」
・
「
短
衣
裳
」
　
の
部
分
は
、
『
小
學
』
で
は
、
『
後
漢

書
』
に
同
じ
「
侍
御
・
服
飾
」
　
「
短
布
裳
」
　
の
ま
ま
を
用
い
て
い
る
の
が
、
『
女

學
』
と
異
な
る
点
で
あ
る
。

こ
の
部
分
は
、
嫁
と
姑
の
提
携
が
儒
教
社
会
の
家
を
守
護
す
る
要
件
と
し
て

重
視
さ
れ
る
事
実
を
語
る
点
で
興
味
深
い
。
こ
れ
に
関
し
て
は
、
拙
著
『
儒
教

社
会
と
母
性
-
母
性
の
威
力
の
観
点
で
み
る
湊
貌
晋
中
国
女
性
史
I
』
(
研
文

出
版
、
一
九
九
四
)
概
説
篇
第
二
章
、
研
究
篇
第
三
章
・
第
四
章
な
ど
を
参
照
。

ま
た
、
拙
稿
「
三
母
の
伝
記
-
華
陽
国
志
』
列
女
伝
記
よ
り
ー
」
　
(
『
斯
文
』
第

一
〇
六
号
、
一
九
九
八
・
三
)
　
を
参
照
。
ま
た
、
後
の
第
十
五
章
の
資
料
研
究
も

参
照
さ
れ
た
い
。

◎
『
典
故
列
女
侍
』
頭
注
部
分

「
内
閣
文
庫
」
本
の
頭
注
部
分
に
、

[
原
文
]
賄
貨
財
也
、
凡
器
物
之
良
宜
於
居
蔵
者
、
皆
目
賄
、

賄
は
、
貨
財
な
り
。
凡
そ
器
物
の
居
蔵
に
良
宜
な
る
者
、
皆
、
賄
と
日
う
。

と
あ
る
。
こ
れ
は
、
「
資
賄
」
　
に
つ
い
て
の
補
足
説
明
で
あ
ろ
う
。
こ
の
部
分

に
つ
い
て
は
、
⑤
が
「
凡
」
を
「
九
十
に
作
る
他
は
、
各
本
・
異
同
が
無
い
。

(
2
)
染
油
の
伝
記
は
、
『
後
漠
紀
』
巻
第
十
一
孝
章
帝
紀
の
　
「
建
初
五
年
」

の
と
こ
ろ
に
も
見
え
、
『
御
覧
』
や
『
類
衆
』
引
の
『
東
漢
観
記
』
な
ど
に
も

見
え
、
「
染
鴻
妻
」
　
の
伝
記
と
し
て
は
、
『
績
列
女
侍
』
に
も
見
え
る
が
、
『
女

學
』
の
こ
の
部
分
は
、
基
本
的
に
は
『
後
漢
書
』
逸
民
侍
の
　
「
梁
鴻
」
伝
に
よ

る
と
思
わ
れ
る
。
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そ
れ
に
よ
る
と
、
「
梁
鴻
。
字
は
伯
驚
。
扶
風
、
平
陵
の
人
な
り
。
父
、
譲
、

王
葬
の
時
、
城
門
校
尉
と
集
る
。
脩
遠
伯
に
封
ぜ
ら
れ
、
少
臭
の
後
を
奉
ぜ
使

む
。
北
地
に
寓
し
て
卒
す
。
鴇
、
時
に
尚
お
幼
し
。
乱
世
に
遭
・
丁
を
以
て
、
因

り
て
巻
席
し
て
葬
る
。
後
、
′
業
を
太
學
に
受
く
。
家
、
貧
し
け
れ
ど
も
、
而
れ

ど
も
節
介
を
尚
ぶ
。
博
覚
に
し
て
通
ぜ
ざ
る
無
く
し
て
、
而
し
て
章
句
の
篤
め

に
せ
ず
。
學
畢
わ
り
て
、
乃
ち
零
を
上
林
苑
中
に
牧
す
。
曾
て
誤
り
て
遺
火
し

て
他
会
に
延
及
す
。
油
、
乃
ち
尋
ね
て
焼
者
を
訪
ね
、
去
失
す
る
所
を
聞
い
て
、

悉
く
家
を
以
て
之
れ
を
償
う
。
其
の
主
、
猶
お
以
て
少
な
し
と
鳥
す
。
鴻
日
わ

く
、
官
財
無
し
。
願
わ
く
は
身
を
以
て
居
作
せ
ん
と
。
主
人
、
之
れ
を
許
す
。

因
り
て
鳥
め
に
執
り
て
勤
め
て
、
解
ら
ず
し
て
朝
夕
に
す
。
隣
家
・
者
老
、
油

の
怪
人
に
非
ざ
る
を
見
て
、
乃
ち
共
に
主
人
を
責
譲
し
て
、
而
し
て
鴻
の
長
者

な
る
を
科
す
。
走
れ
に
於
て
始
め
て
焉
れ
を
敬
具
し
て
、
悉
く
其
の
家
を
還
す
。

鴇
、
受
け
ず
し
て
去
り
て
、
郷
里
に
鋳
る
。
」
と
あ
る
。
こ
の
部
分
を
『
女
學
』

で
は
省
略
し
て
い
る
。
梁
鴇
の
妻
に
お
け
る
　
「
事
夫
の
徳
」
　
を
紹
介
す
る
の
に

は
不
要
の
部
分
で
あ
る
か
ら
、
省
略
は
当
然
で
あ
る
。

『
後
漢
書
』
で
は
、
こ
れ
に
続
い
て
、
r
勢
家
、
其
の
高
節
を
慕
い
、
到
豊
川
魂

わ
さ
ん
と
欲
す
る
も
の
多
け
れ
ど
I
U
、
溝
、
並
び
に
絶
え
て
要
ら
ず
ご
　
と
あ

る
。
『
女
學
』
は
、
こ
れ
に
基
づ
い
た
の
で
あ
ろ
う
が
、
傍
線
部
を
や
や
変
形

し
て
用
い
て
い
る
。
『
後
漠
紀
』
巻
第
十
一
建
初
五
年
に
お
い
て
は
、
油
に
つ

い
て
、
「
初
め
、
扶
風
の
世
家
、
其
の
名
を
慕
う
も
の
多
く
、
女
を
以
て
之
れ

に
妻
わ
さ
ん
と
欲
す
る
も
、
被
服
の
華
麗
に
し
て
、
鴻
、
甚
だ
之
れ
を
悪
む
。
」

と
い
う
。
『
女
學
』
は
、
こ
れ
を
資
料
に
し
て
は
い
な
い
で
あ
ろ
う
。

『
後
漢
書
』
で
は
、
次
の
よ
う
に
続
い
て
い
く
。
「
同
賊
の
孟
氏
に
女
有
り
、

あ
い
て

肥
醜
に
し
て
而
も
黒
し
。
力
、
石
臼
を
畢
ぐ
。
封
を
揮
び
て
嫁
が
ず
し
て
、

ヨ
呵
司
引
」
、
l
l
d
甜
畑
の
故
を
問
う
。
女
、
日
わ
く
、
異
な
る
こ
と
染
伯

鷲
の
如
き
者
薗
硝
ん
と
欲
す
と
。
鴻
、
聞
き
て
之
れ
を
稗
す
。
」
　
と
あ
る
。

『
女
學
』
で
は
「
名
は
光
」
　
の
部
分
を
補
う
。
ま
た
、
「
力
、
石
臼
を
翠
ぐ
」

の
部
分
に
つ
い
て
。
『
女
學
』
で
は
、
こ
れ
を
　
「
力
、
能
く
石
臼
を
畢
ぐ
」
　
に

作
る
。
「
能
く
」
　
が
新
た
に
加
え
ら
れ
て
い
る
。
な
お
、
r
石
白
」
　
は
、
文
字

の
誤
り
で
あ
る
。
『
後
漢
書
』
の
如
く
r
石
臼
」
　
に
作
る
べ
き
で
あ
る
。
『
典

故
列
女
侍
』
に
お
い
て
は
、
こ
の
部
分
を
、
「
石
臼
」
　
に
改
め
て
い
る
も
の
が

あ
る
　
(
①
r
内
閣
文
庫
」
本
や
②
r
東
洋
文
庫
」
b
本
・
⑤
r
光
緒
六
年
J
本
な
ど
)
。

な
お
、
『
女
學
』
は
、
「
年
三
十
に
至
る
」
の
部
分
を
省
略
し
て
い
る
。

傍
線
部
に
つ
い
て
、
『
女
學
』
で
は
、
こ
れ
を
　
「
鴇
、
聞
き
て
之
れ
を
要
る
」

だ
け
に
ま
と
め
て
い
る
。
『
後
漢
書
』
で
は
、
さ
ら
に
次
の
よ
う
に
続
い
て
い

く
。
「
朝
.
1
刻
め
司
圃
圃
・
l
威
喝
の
司
り
.
綱
感
の
司
t
嘲
刊
剖

叫
測
び
可
、
始
め
装
飾
を
以
て
門
に
入
る
。
七
日
な
れ
ど
も
、
而
れ
ど
も
鴻
答

え
ず
。
妻
、
乃
ち
休
下
に
脆
き
て
請
い
て
日
わ
く
、
璃
司
司
l
副

義
に
し
て
敷
婦
を
腋
斥
す
と
。
妾
も
亦
た
敷
夫
を
哩
射
す
。
今
に
し
て
掃

は
る
る
に
、
叶
え
て
罪
を
請
わ
ざ
ら
ん
、
と
ご

こ
の
部
分
に
つ
い
て
、
『
女
學
』
で
は
、
先
ず
、
下
線
部
を
削
除
し
、
「
要
、

乃
ち
淋
下
に
脆
き
て
請
い
て
日
わ
く
」
　
の
部
分
は
、
「
光
、
休
下
に
晩
き
て
罪

を
請
う
」
　
の
よ
う
に
、
表
現
を
変
え
て
い
る
。

続
い
て
、
『
後
漢
書
』
に
は
、
「
鴻
日
わ
く
、
吾
れ
、
裏
褐
の
人
に
し
て
、

な
ん
じ

輿
に
倶
に
深
山
に
隠
す
可
き
者
を
欲
す
る
の
l
副
。
今
、
乃
、
綺
羅
を
衣
て
、

つ

粉
墨
を
借
く
。
堂
に
鴇
の
願
う
所
な
ら
ん
や
と
。
劃
、
日
わ
く
、
以
て
夫
子
の

志
を
観
ん
と
す
る
の
み
。
妾
、
自
ら
隠
居
の
服
有
り
と
。
乃
ち
更
え
て
椎
撃
を

ナ
す

鳥
し
て
、
布
衣
を
着
け
、
操
作
し
て
而
し
て
前
む
。
鴻
、
大
い
に
喜
び
て
日
わ

く
、
此
れ
眞
に
梁
鴇
の
妻
な
り
。
岡
引
珊
叫
刹
瑠
劫
と
。
之
れ
に
字
し
て
徳
用
1

」
刹
叫
「
剖
刻
と
日
う
。
廟
剖
コ
d
唄
利
引
勺
1
-
妻
日
わ
l
引
1
割
吋
矧
引
1
期
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子
隠
居
し
て
患
い
を
避
け
ん
と
欲
す
る
な
る
を
。
今
、
何
盛
れ
ぞ
黙
々
な
る
や
。

軒
振
低
厨
し
て
之
れ
に
敵
か
ん
と
欲
す
る
か
と
。
掛
目
わ
く
、
拝
と
・
乃
ち
共

に
覇
陵
山
中
に
入
り
て
耕
織
を
以
て
業
と
鳥
し
、
詩
書
を
詠
じ
、
琴
を
弾
じ
て
、

以
て
娯
し
み
と
す
。
」
　
と
あ
る
。

こ
の
部
分
に
つ
い
て
、
『
女
學
』
で
は
、
傍
線
部
を
削
除
し
、
「
妻
日
わ
く
」

は
、
「
光
日
わ
く
」
　
に
変
じ
て
い
る
。
ま
た
、
「
粉
墨
」
　
を
　
「
粉
黛
」
　
に
変
じ

て
い
る
。

『
後
漢
書
』
の
梁
鴻
伝
は
、
こ
れ
以
下
、
「
五
喧
之
歌
」
を
作
っ
て
章
帝
の

機
嫌
を
損
ね
、
姓
名
を
変
え
て
妻
子
と
共
に
寮
魯
の
間
に
居
た
こ
と
、
後
に
ま

た
こ
こ
を
去
っ
て
呉
に
適
っ
た
こ
と
、
皐
伯
通
の
家
で
賃
春
に
従
事
し
た
が
、

主
人
は
、
妻
の
夫
へ
の
仕
え
方
を
見
て
、
鴻
を
た
だ
者
で
な
い
と
見
抜
き
、
家

に
住
ま
わ
せ
た
。
油
は
こ
こ
で
著
書
十
線
貨
を
残
し
、
卒
し
た
こ
と
な
ど
を
記

す
が
、
藍
鼎
元
は
こ
れ
ら
を
す
べ
て
削
除
し
て
い
る
。
『
女
學
』
の
こ
こ
は
、

「
事
夫
の
徳
」
　
に
つ
い
て
述
べ
る
か
ら
、
こ
れ
ら
の
部
分
は
特
に
紹
介
さ
れ
る

必
要
は
な
い
。
鼎
元
の
削
除
処
置
は
妥
当
で
あ
る
。

な
お
、
妻
の
業
績
を
讃
え
る
こ
と
を
主
眼
と
す
る
　
「
梁
鴻
妻
」
　
の
伝
記
と
し

て
は
、
『
績
列
女
侍
』
が
有
る
が
、
『
女
學
』
　
の
ま
と
め
か
た
は
、
こ
れ
と
も

か
な
り
異
な
っ
て
い
る
。
比
較
し
て
み
る
と
、
鼎
元
の
伝
記
資
料
処
理
の
独
自

性
が
確
認
さ
れ
る
。
以
下
に
こ
れ
を
紹
介
す
る
。

「
梁
油
の
妻
な
る
者
は
、
右
扶
風
の
梁
伯
清
の
妻
な
り
。
同
郡
の
孟
氏
の
女

な
り
。
其
の
姿
貌
、
甚
だ
醜
に
し
て
而
し
て
徳
行
、
甚
だ
修
ま
る
。
し
郷
里
、
求

む
る
者
多
け
れ
ど
も
、
而
れ
ど
も
女
、
軋
ち
肯
ぜ
ず
。
行
年
、
三
十
に
し
て
、

父
母
、
其
の
欲
す
る
所
を
問
う
。
封
え
て
日
わ
く
、
節
操
、
梁
鴻
の
如
き
者
を

欲
す
と
。
時
に
鴇
、
未
だ
要
ら
ず
。
扶
風
の
世
家
、
妻
わ
せ
ん
と
願
う
者
多
け

れ
ど
も
、
.
亦
た
許
さ
ず
。
孟
氏
の
女
の
賢
な
る
を
聞
き
て
、
遂
に
求
め
て
之
れ

を
納
る
。
孟
氏
、
盛
飾
し
て
門
に
入
る
。
七
日
な
れ
ど
も
、
而
れ
ど
も
種
成
ら

ず
。
妻
、
脆
き
て
聞
い
て
日
わ
く
、
宿
か
に
聞
く
、
夫
子
、
高
義
に
し
て
、
敷

ま
ね

婦
を
斥
す
と
。
妾
も
亦
た
敦
夫
を
値
雇
す
。
今
衆
き
て
搾
ぼ
る
る
に
、
請
う
、

其
の
故
を
問
わ
ん
と
。
油
日
わ
く
、
吾
れ
、
裏
褐
の
人
を
得
て
、
輿
に
共
に

な
ん
じ

世
を
通
れ
時
を
避
け
ん
と
欲
す
る
の
み
。
今
、
若
、
綺
羅
を
衣
て
、
黛
墨
を

偉
く
。
鴻
の
願
う
所
に
非
ざ
る
な
り
と
。
妻
、
日
わ
く
、
痛
か
に
夫
子
の
堪
え

ざ
る
を
恐
る
。
妾
、
幸
い
に
隠
居
の
服
有
り
と
。
乃
ち
更
え
て
産
衣
・
椎
督
し

て
而
し
て
前
む
。
鴇
、
喜
び
て
日
わ
く
、
此
く
の
如
き
者
、
眞
に
梁
鴇
の
妻
な

り
と
。
之
れ
に
字
し
て
徳
煤
、
(
名
は
)
孟
光
と
日
う
。
自
ら
名
づ
け
て
運
期
、

字
は
侯
光
と
日
う
。
共
に
覇
陵
山
中
に
遊
逃
す
。
比
の
時
、
王
葬
の
新
、
敗
れ

た
る
の
後
な
り
。
鴻
、
妻
と
輿
に
深
く
隠
れ
て
、
耕
転
・
織
作
し
て
、
以
て
衣

服
を
供
し
、
書
を
諭
し
琴
を
弾
じ
て
、
富
貴
を
忘
る
る
を
之
れ
欒
し
み
と
す
。

後
、
復
た
相
ゐ
て
曾
稽
に
至
り
、
貸
呑
も
て
事
と
鳥
す
。
庸
保
の
中
に
経
る
と

錐
も
、
妻
、
食
を
進
む
る
毎
に
、
案
を
學
げ
て
眉
に
賓
し
う
し
、
敢
え
て
正
視

せ
ず
、
種
を
以
て
身
を
修
む
。
在
る
所
、
敬
し
て
而
も
之
れ
を
慕
う
。
君
子
謂

う
、
梁
油
が
妻
、
道
を
好
み
、
貧
に
安
ん
じ
、
桒
無
に
汲
汲
た
ら
ず
と
。
論
語

に
日
わ
く
、
不
義
に
し
て
而
も
富
且
つ
貴
き
は
、
我
に
於
い
て
浮
雲
の
如
し
と
。

此
れ
を
之
れ
謂
う
な
り
。
」
と
あ
る
。
な
お
、
明
代
の
『
女
範
編
』
巻
二
　
「
賢

女
」
　
に
、
「
漠
染
鴻
妻
」
を
収
録
す
る
。

へ

◎
『
典
故
列
女
侍
』
頭
注
部
分

「
内
閣
文
庫
」
　
本
の
頭
注
部
分
に
、

[
原
文
]
黛
有
青
黒
二
色
、
用
以
査
眉
、
黛
代
也
、
剃
去
眉
毛
、
以
此
代
其
虚

也
、醤

音
計
、
結
髪
也
、
椎
孝
一
撮
之
督
、
如
椎
形
也
、
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黛
に
、
青
黒
二
色
有
り
、
用
い
て
以
て
眉
を
重
く
。
黛
は
、
代
な
り
。
眉
毛

を
剃
り
去
り
、
此
れ
を
以
て
其
の
虜
に
代
え
る
な
り
。

撃
、
音
計
。
結
髪
な
り
。
椎
撃
と
は
、
一
撮
せ
る
の
撃
、
椎
形
の
如
き
な
り
。

こ
の
頭
注
部
分
に
つ
い
て
は
、
各
本
異
同
が
認
め
ら
れ
な
い
。

な
お
、
『
渾
名
』
巻
第
四
首
飾
第
十
五
に
、
「
黛
は
、
代
な
り
。
眉
毛
を
滅

し
て
之
れ
を
去
り
、
此
れ
を
以
て
姦
き
て
其
の
虚
に
代
え
る
な
り
。
」
と
あ
る
。

ま
た
、
『
漢
書
』
列
樽
第
十
三
陸
質
侍
の
顔
師
古
注
に
、
「
椎
督
な
る
者
は
、

一
捜
せ
る
の
馨
。
其
の
形
、
椎
の
如
き
な
り
。
」
　
と
あ
る
。

(
3
)
　
こ
こ
は
、
『
後
漢
書
』
列
女
侍
の
　
「
汝
南
蓑
随
妻
」
　
伝
に
よ
る
で
あ
ろ

う
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
「
汝
南
の
蓑
随
の
妻
な
る
者
は
、
扶
風
の
馬
融
の
女
な

り
・
字
は
倫
・
随
、
巳
に
肘
借
に
見
ゆ
。
倫
、
勇
く
し
て
才
幹
有
り
。
融
が
家
・

世
々
堅
豪
に
し
て
、
装
遣
、
甚
だ
盛
ん
な
り
。
初
め
て
成
種
す
る
に
及
び
、
陽
、

之
れ
に
開
い
て
日
わ
く
、
婦
は
箕
帝
を
奉
ず
る
の
み
。
何
ぞ
乃
ち
珍
麓
に
過
ぎ

た
る
や
と
。
封
え
て
日
わ
く
、
慈
親
、
愛
を
垂
れ
た
る
な
れ
ば
。
敢
え
て
命
に

逆
わ
ず
。
.
君
、
若
し
飽
宣
・
染
鴻
の
高
き
を
慕
わ
ん
と
欲
す
る
な
れ
ば
。
妾
も

亦
た
少
君
・
孟
光
の
事
に
従
わ
ん
こ
と
を
請
う
と
。
楓
1
丸
田
田
山
引
1
捌
、
l

兄
に
先
だ
ち
て
學
.
～
`
、
軋
、
以
て
買
い
と
円
ナ
く
　
今
、
鳴
姉
、
来
た
住
が

ざ
る
に
、
先
に
い
　
く
は
P
な
ら
ん
八
と
。
封
え
て
日
オ
く
、
妾
が
輪
、
高
行
叶

に
遭
カ
な
り
。
末
た
良
匹
に
通
わ
ず
く
　
訂
調
に
し
て
筍
、
川
た
る
に
似
ざ
る
の
み

と
。
又
た
聞
い
て
日
わ
く
、
両
群
常
、
學
、
窮
め
、
遺
、
県
に
し
て
、
文
、
鮮

宗
田
る
に
、
而
る
に
在
る
打
の
肝
に
て
は
、
打
ち
持
田
を
以
て
M
を
焦
す
は
、

缶
そ
へ
と
.
労
え
て
日
ナ
く
、
-
ィ
、
　
璧
な
れ
と
も
、
武
舵
の
年
を
免
i
l
↓
。

小
路
、
至
賢
な
か
ど
も
、
猶
お
伯
絆
の
想
】
い
ソ
、
守
召
、
此
れ
を
痛
た
る
、
脱

よ
り
バ
れ
宜
し
き
の
み
と
。
、
黙
然
と
し
て
屈
す
る
能
わ
ザ
く
　
餌
外
の
好
く

者
、
円
め
に
粧
づ
い
　
、
臣
に
常
時
に
帝
廿
せ
ら
れ
、
輪
も
亦
た
世
に
有
名
な

畑
。
年
、
六
十
線
に
L
l
u
卒
す
J
と
あ
る
。

『
女
學
』
で
は
、
傍
線
部
を
削
除
し
、
「
竪
豪
」
　
を
「
笠
厚
」
　
に
変
じ
て
い

る
。
『
女
學
』
が
、
後
半
の
夫
婦
の
問
答
部
分
を
削
除
し
て
い
る
の
は
、
夫
を

弁
舌
で
や
り
込
め
る
妻
の
姿
勢
が
、
一
見
、
「
事
夫
の
徳
」
　
に
合
致
し
な
い
と

受
け
止
め
ら
れ
る
と
判
断
し
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
、
こ
の
部
分
は
、
別

に
、
次
の
観
点
で
、
中
国
女
性
史
上
に
お
け
る
独
特
の
興
味
深
い
事
実
を
物
語

る
個
所
と
し
て
も
注
目
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
後
漠
か
ら
魂
晋
時
代
に
か
け
て

《

の
地
方
豪
族
や
門
閥
貴
族
に
お
い
て
、
余
裕
の
有
る
家
に
お
い
て
は
、
女
性
も

学
問
を
身
に
付
け
る
機
会
を
得
て
、
男
性
に
劣
ら
ず
教
養
を
高
め
て
い
た
状
況

が
存
在
す
る
の
で
あ
る
。
女
性
も
弁
舌
豊
か
に
独
自
の
人
生
認
識
を
表
明
し
て

い
る
。
し
か
し
家
族
制
の
基
盤
思
想
と
し
て
の
儒
教
は
一
定
の
指
針
と
し
て
人

々
の
日
常
の
中
で
重
要
な
位
置
を
占
め
、
男
性
の
現
実
的
権
威
が
基
本
的
に
否

定
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
拙

著
『
儒
教
社
会
と
母
性
-
母
性
の
威
力
の
観
点
で
み
る
漢
貌
晋
中
国
女
性
史

-
』
(
一
九
九
四
、
研
文
出
版
)
　
I
、
概
説
篇
、
第
三
章
、
『
晋
書
』
列
女
伝
よ
り

見
る
魂
晋
時
代
の
母
性
、
Ⅱ
、
研
究
貨
、
第
九
章
、
賢
才
の
妻
、
を
参
照
さ
れ

た
い
。

(
4
)
　
「
論
日
」
　
の
部
分
は
、
藍
鼎
元
が
、
掲
げ
る
資
料
に
つ
い
て
、
特
に
深

い
関
心
を
持
っ
て
、
女
子
の
行
動
自
覚
を
促
し
て
、
補
足
論
述
す
る
部
分
で
あ

る
。
こ
の
よ
う
な
論
述
は
、
全
篇
の
諸
処
に
、
編
者
の
意
に
従
っ
て
、
適
宜
に

設
け
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
、
女
子
の
四
行
　
(
婦
徳
・
婦
言
・
婦
容
・
婦
功
)

や
、
家
庭
に
お
け
る
女
子
の
役
割
に
つ
い
て
の
分
類
・
整
理
の
仕
方
と
こ
れ
に

関
す
る
論
述
・
説
明
の
部
分
と
と
も
に
、
彼
の
女
性
観
を
確
認
す
る
上
で
重
要

な
位
置
を
占
め
る
と
見
る
べ
き
で
あ
る
。

「
夫
子
に
違
う
こ
と
無
く
、
甘
苦
を
ば
之
れ
を
同
じ
う
す
る
者
な
り
」
　
に
つ
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い
て
、
『
孟
子
』
腫
文
公
下
篇
に
、
「
女
子
の
嫁
す
る
や
、
母
、
之
れ
に
告
ぐ
。

ゆ

往
く
に
之
れ
を
門
に
送
り
て
、
之
れ
を
戒
め
て
日
わ
く
、
往
き
て
女
の
家
に
之

き
、
必
ず
敬
し
み
必
ず
戒
し
み
て
、
夫
子
に
違
う
こ
と
勿
か
れ
と
。
順
を
以
て

正
と
鳥
す
者
は
、
妾
婦
の
道
な
り
云
々
」
　
と
あ
る
。
ま
た
、
『
史
記
』
燕
召
公

世
家
に
、
「
百
姓
と
甘
苦
を
同
じ
う
す
云
々
」
　
と
見
え
る
。
な
お
、
『
女
論
語
』

事
夫
章
第
六
に
、
「
廿
を
同
じ
く
し
苦
を
同
じ
く
し
、
富
を
同
じ
く
し
貧
を
同

じ
く
す
」
　
(
こ
の
事
は
、
伝
本
各
種
有
り
、
か
な
り
異
同
が
多
い
が
、
こ
の
部
分
に
つ

い
て
は
各
本
同
文
で
あ
る
。
)
　
と
見
え
る
。

儒
教
の
家
族
制
に
お
い
て
は
、
倹
約
・
質
素
が
生
活
・
経
営
の
基
本
理
念
と

さ
れ
る
。
こ
こ
に
所
属
す
る
す
べ
て
の
物
質
は
、
組
織
を
運
営
・
維
持
す
る
た

め
の
資
材
で
あ
り
、
い
わ
ば
構
成
員
全
体
の
も
の
で
あ
る
。
こ
の
中
で
は
、
物

資
が
個
人
的
に
独
占
・
消
費
さ
れ
る
こ
と
は
許
容
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
。
こ
れ

に
所
属
す
る
す
べ
て
の
個
は
、
こ
の
故
に
、
本
源
的
に
、
個
の
自
覚
と
欲
求
す

る
も
の
で
あ
る
己
を
観
念
的
に
超
越
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
の
で
あ
る
。
す
な

わ
ち
、
存
立
の
基
本
理
念
と
し
て
、
個
人
と
し
て
の
単
独
の
存
在
自
覚
は
除
去

さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
し
、
個
の
欲
求
と
し
て
当
然
増
幅
す
る
豊
か
で
華
美

で
あ
る
こ
と
を
求
め
る
諸
欲
求
は
無
用
と
さ
れ
る
。
個
は
他
の
個
と
等
し
く
、

、

常
に
貧
し
い
な
が
ら
に
自
足
し
た
状
態
に
在
る
こ
と
を
納
得
し
て
享
受
す
る
必

要
が
あ
る
。
こ
こ
で
、
倹
約
・
質
素
が
理
想
の
人
生
教
条
と
さ
れ
る
こ
と
は
当

然
で
あ
る
。
一

儒
教
家
族
制
に
お
い
て
、
人
間
を
個
人
と
し
て
の
自
覚
の
観
点
か
ら
捉
え
て

み
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
、
次
の
よ
う
に
云
え
る
だ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、

こ
こ
で
の
人
間
は
、
佃
と
し
て
独
占
す
る
欲
を
抑
圧
し
、
己
に
相
応
し
い
単
独

の
エ
リ
ア
を
確
保
す
る
欲
を
放
棄
し
て
、
全
体
の
た
め
に
奉
仕
す
る
己
が
、
集

団
に
お
い
て
そ
の
業
績
を
評
価
さ
れ
る
充
足
感
を
享
受
す
る
の
で
あ
る
。
己
を

捨
て
身
を
殺
す
と
こ
ろ
に
己
と
い
う
個
人
の
存
在
意
義
が
確
立
す
る
。
己
は
常

に
個
と
し
て
小
さ
な
自
我
を
越
え
た
と
こ
ろ
に
存
在
す
る
。

そ
こ
で
、
儒
教
家
族
制
に
お
け
る
物
質
や
経
済
へ
の
姿
勢
は
次
の
よ
う
に
な

る
。
す
な
わ
ち
、
家
族
制
の
構
成
員
が
、
組
織
へ
の
奉
仕
を
積
極
的
に
推
進
す

る
た
め
に
は
、
当
然
、
各
個
は
個
の
主
体
性
や
己
独
自
の
欲
求
を
追
求
す
る
自

我
の
目
覚
め
を
滅
却
す
る
こ
と
を
要
す
る
で
あ
ろ
う
。
だ
か
ら
、
個
と
か
自
我

の
観
念
が
拒
絶
さ
れ
る
こ
の
家
族
制
の
組
織
の
中
で
は
、
私
有
財
産
の
蓄
積
や
、

個
に
お
け
る
経
済
的
自
立
活
動
を
目
途
す
る
こ
と
も
許
容
さ
れ
な
い
。
経
済
的

な
活
動
に
よ
る
物
質
的
充
実
は
、
欲
す
る
も
の
と
し
て
の
個
の
生
き
物
自
覚
を

刺
激
し
、
自
我
の
欲
求
を
満
た
す
無
限
の
契
機
を
含
有
す
る
か
ら
で
あ
る
。
個

と
し
て
の
欲
求
追
求
の
目
覚
め
は
、
や
が
て
組
織
の
結
束
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
減
退

せ
し
め
、
組
経
を
崩
壊
さ
せ
て
し
ま
う
で
あ
ろ
う
。

こ
こ
で
は
、
藍
鼎
元
は
、
女
性
に
お
け
る
独
占
的
な
華
美
願
望
を
牽
制
す
る
。

女
性
に
お
け
る
独
自
性
の
自
覚
や
独
占
的
な
欲
求
追
求
の
目
覚
め
は
、
己
を
装

飾
し
よ
う
と
す
る
境
地
に
最
も
発
現
し
や
す
い
と
見
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
し
か

も
、
.
女
性
の
こ
の
願
望
が
現
実
的
に
動
き
始
め
る
こ
の
局
面
に
お
い
て
、
男
性

は
、
己
を
制
し
自
我
欲
の
抑
制
を
最
も
遂
行
し
難
く
な
る
か
ら
で
あ
る
。
す
な

上
め
い
り
じ
た
く

わ
ち
、
こ
の
「
論
日
」
に
云
う
。
女
性
が
、
一
旦
「
資
　
装
の
豊
備
洩
る
を

求
め
て
、
廉
寡
く
恥
鮮
く
し
て
、
悟
と
し
て
羞
ず
る
こ
と
を
知
ら
ず
」
　
の
姿
勢

み

だ

れ

い

ヤ

し

　

　

　

　

　

　

お

と

こ

の

さ

が

ま

え

を
表
明
す
る
と
。
男
子
は
、
「
猥
　
値
の
性
成
り
て
、
志
　
　
節
を
立
て
ざ
れ

そ
奮
つ

ば
、
要
り
し
婦
の
門
に
入
る
に
、
香
の
薄
な
る
を
厭
憎
す
」
　
と
い
う
。
鼎
元

は
、
華
美
を
求
め
る
姿
勢
の
確
立
し
た
女
性
に
対
し
て
、
身
性
が
、
こ
れ
を
容

認
し
な
い
決
然
た
る
男
性
的
志
節
を
積
極
的
に
明
確
に
す
る
の
は
極
め
て
困
難

に
な
る
と
認
め
て
い
る
こ
と
に
も
な
ろ
う
。

鼎
元
は
、
い
わ
ば
、
女
性
が
先
ず
諸
欲
求
を
自
制
す
る
姿
勢
を
確
立
し
て
、
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こ
れ
に
よ
っ
て
男
性
の
志
節
と
い
う
も
の
が
息
わ
さ
れ
る
こ
と
な
く
き
れ
い
に

立
つ
こ
と
を
語
っ
た
こ
と
に
も
な
ろ
う
。
こ
れ
は
、
こ
の
社
会
で
、
男
性
に
男

の
尊
厳
を
確
立
・
維
持
さ
せ
る
の
は
、
男
性
そ
れ
自
身
に
発
す
る
独
自
性
や
主

体
性
で
は
な
く
、
本
来
、
女
性
の
深
遠
な
配
慮
や
補
佐
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る

こ
と
を
示
唆
す
る
も
の
で
も
あ
ろ
う
。
こ
の
こ
と
を
、
さ
ら
に
明
確
に
い
え
ば
、

儒
教
社
会
に
お
け
る
男
性
の
権
威
は
、
母
性
に
常
に
牽
制
さ
れ
る
位
置
に
在
り
、

そ
れ
自
体
と
し
て
独
立
し
自
立
し
て
は
い
な
い
こ
と
、
す
な
わ
ち
、
い
わ
ゆ
る

男
尊
女
卑
が
、
.
女
性
の
積
極
的
な
配
慮
と
い
う
母
性
の
支
援
に
よ
っ
て
は
じ
め

て
実
行
可
能
な
社
会
通
念
と
な
る
の
だ
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
で
あ
ろ
う
。

た
だ
し
、
鼎
元
自
身
は
、
儒
教
社
会
の
本
質
に
関
す
る
、
こ
こ
ま
で
の
明
確

な
認
識
を
持
っ
て
い
た
と
は
い
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
わ
れ
わ
れ
は
、
こ

の
　
「
論
日
」
　
で
、
鼎
元
は
無
意
識
な
が
ら
も
儒
教
社
会
の
本
質
を
吐
露
し
て
し

ま
っ
た
の
だ
と
読
解
す
る
こ
と
も
で
き
そ
う
に
思
う
の
で
あ
る
。

な
お
、
こ
の
　
「
婦
徳
」
上
貨
で
、
「
安
貧
之
徳
」
　
(
第
四
十
六
章
～
第
五
十
二
章
)

や
、
「
恭
俊
之
徳
」
　
(
第
五
十
三
章
～
第
五
十
七
草
)
　
は
、
倹
約
・
質
素
を
旨
と
す

る
婦
徳
を
賞
賛
す
る
も
の
で
あ
る
。
仁
孝
文
皇
后
『
内
訓
』
に
、
「
節
倹
章
」

第
六
が
有
り
、
「
奪
扉
は
徳
を
伐
る
云
々
」
と
倹
約
を
訓
示
す
る
。
王
節
婦
『
女

範
捷
録
』
勤
倹
貨
に
も
、
「
倹
な
る
者
は
富
の
基
な
り
…
…
…
・
‥
富
み
て
而
も

能
く
倹
な
れ
ば
、
則
ち
守
約
に
し
て
而
し
て
家
日
々
に
興
る
云
々
」
　
と
云
う
。

こ
れ
ら
の
事
柄
に
つ
い
て
は
、
下
章
で
さ
ら
に
論
じ
る
。

◎
『
典
故
列
女
停
』
頭
注
部
分

「
内
閣
文
庫
」
本
の
頭
注
部
分
に
、

[
原
文
]
懲
音
嬰
、
春
念
係
慕
也
、

赦
音
焦
、
面
斬
赤
也
、

態
は
、
音
嬰
。
春
念
・
係
慕
す
る
な
り
。

報
は
、
音
怒
。
両
、
斬
赤
す
る
な
り
。

こ
れ
は
、
そ
れ
ぞ
れ
「
婦
女
、
嘲
ふ
る
所
」
・
「
能
く
瑚
然
と
し
て
塊
づ
る

こ
と
無
か
ら
ん
や
」
　
の
傍
線
部
分
の
文
字
に
つ
い
て
の
説
明
で
あ
ろ
う
。
各
本

の
異
同
は
次
の
よ
う
で
あ
る
。

②
　
憩
音
嬰
、
朝
創
係
慕
也
、

頼
朝
圏
、
面
漸
赤
也
、

③
　
懲
音
嬰
、
朝
創
係
慕
也
、

赦
剖
楓
、
面
斬
赤
也
、

④
　
憩
音
學
、
朝
創
係
慕
也
、

報
音
務
、
面
倒
刺
也
、

⑤
　
懸
音
嬰
、
呑
念
係
慕
也
、

頼
朝
感
、
面
漸
赤
也
、

⑥
　
懸
音
壁
、
呑
念
係
慕
也
、

頼
朝
感
、
面
漸
赤
也
、

以
上
、
こ
こ
も
や
は
り
　
「
内
閣
文
庫
」
　
本
が
正
し
い
と
思
わ
れ
る
が
、
「
春

念
」
が
、
②
・
③
・
④
で
は
、
「
春
念
」
に
変
じ
、
意
味
不
明
と
な
っ
て
い
る
。

し
か
し
、
⑤
・
⑥
で
は
、
「
春
」
　
は
　
「
呑
」
　
に
改
め
て
い
る
。
他
に
、
「
音
焦
」

が
、
②
・
③
・
⑥
で
は
、
「
音
應
」
　
と
な
り
、
⑤
で
は
、
「
音
怒
」
　
と
な
っ
て

い
る
。
ま
た
、
「
斬
赤
」
を
、
④
で
　
「
漸
ホ
」
　
に
作
る
。
以
上
、
い
ず
れ
も
、

翻
刻
の
過
程
で
、
類
似
の
字
に
誤
り
作
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

【
第
十
章
】

[
原
文
]
漢
元
帝
幸
虎
圏
嗣
獣
、
忽
有
熊
逸
出
、
諺
檻
欲
上
、
宮
人
皆
避
匿
、

礪
昭
儀
挺
然
直
前
、
昔
熊
而
立
、
及
左
右
格
殺
熊
、
帝
間
昭
儀
、
何
燭
不
僧
、
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封
日
、
夫
猛
獣
待
人
而
止
、
妾
恐
犯
御
座
、
故
身
昔
之
、
帝
以
此
倍
加
敬
重
焉
、

[
夫
音
扶
]
　
右
第
十
章
、

漢
元
帝
、
虎
圏
に
幸
し
て
獣
を
願
わ
し
め
ん
と
す
。
忽
ち
熊
の
逸
し
て

お

り

　

よ

出
ず
る
有
り
て
、
檻
を
肇
じ
て
上
ら
ん
と
欲
す
。
宮
人
、
皆
、
避
け
匿
る
。

ふ
う
し
よ
う
ぎ
　
　
ぬ
き
ん
で
る
　
　
　
　
　
　
ま
っ
す
ぐ
ナ
ナ
む

礪
昭
儀
、
挺
然
と
し
て
　
直
前
　
し
て
、
熊
に
昔
た
り
て
而
し
て
立
つ
。

左
右
、
熊
を
格
殺
す
る
に
及
び
て
、
帝
、
昭
儀
に
問
う
、
何
ぞ
濁
り
佃
れ

ざ
る
や
と
。
封
え
て
日
わ
く
、
夫
れ
猛
獣
は
、
人
を
得
て
而
し
て
止
ま
ら

ん
。
妾
、
御
座
を
犯
さ
ん
こ
と
を
恐
る
。
故
に
身
も
て
之
れ
に
昔
た
る
と
。

帝
、
此
れ
を
以
て
倍
加
し
て
焉
れ
を
敬
重
す
　
(
1
)
。
[
夫
は
、
音
挟
。
]

右
、
第
十
章
。

○
資
料
研
究

(
1
)
　
漠
元
帝
の
礪
昭
儀
に
関
す
る
伝
記
資
料
は
、
『
漢
書
』
外
戚
侍
第
六
十

七
下
・
『
績
列
女
侍
』
・
『
前
漠
紀
』
前
漠
孝
元
皇
帝
紀
第
二
十
二
建
昭
元
年
な

ど
に
見
え
る
が
、
『
女
學
』
が
い
ず
れ
に
依
拠
し
た
の
か
定
か
で
な
い
。
次
に

該
当
部
分
を
列
挙
し
て
み
る
。

『
漢
書
』
に
は
、
「
建
昭
中
、
上
、
虎
圏
に
幸
し
て
獣
を
闘
わ
し
め
ん
と
す
。

後
宮
、
皆
座
す
。
熊
、
供
し
て
圏
を
出
で
て
、
檻
を
準
じ
て
殿
に
上
ら
ん
と
欲

に

　

　

ふ

う

し

よ

う

よ

す
。
左
右
の
貴
人
・
博
昭
儀
等
、
皆
な
驚
き
走
ぐ
。
凋
佳
仔
、
直
前
し
て
、
熊

に
昔
た
り
て
而
し
て
立
つ
。
左
右
、
熊
を
格
殺
す
。
上
問
う
、
人
の
情
、
驚
憫

す
る
に
、
何
の
故
に
か
前
み
て
熊
に
昔
た
る
と
。
僅
仔
、
封
え
て
日
わ
く
、
猛

獣
は
、
人
を
得
て
而
し
て
止
ま
ら
ん
。
妾
、
熊
の
御
座
に
至
ら
ん
こ
せ
を
恐
る
。

故
に
身
を
以
て
之
れ
に
昔
た
る
と
。
元
帝
、
嗟
嘆
す
。
此
れ
を
以
て
倍
し
て
焉

れ
を
敬
重
す
。
博
昭
儀
等
、
皆
怒
づ
。
…
…
佳
作
を
尊
び
て
昭
儀
と
鳥
す
。
」

と
あ
る
。

『
績
列
女
倖
』
に
は
、
初
め
に
、
礪
昭
儀
が
礪
奉
世
の
女
で
あ
る
こ
と
、
元

帝
の
二
年
後
宮
に
入
っ
て
、
初
め
長
使
と
な
り
、
美
人
と
な
っ
て
、
男
子
(
中

山
孝
王
)
　
を
生
ん
で
、
佳
作
と
な
っ
た
こ
と
な
ど
を
記
す
。
続
い
て
、
「
建
昭

中
、
上
、
虎
圏
に
幸
し
て
獣
を
闘
わ
し
め
ん
と
す
。
後
宮
、
皆
従
う
。
熊
、
逸

し
て
圏
を
出
で
て
、
檻
を
肇
じ
て
殿
に
上
ら
ん
と
欲
す
。
左
右
の
貴
人
・
博
昭

儀
、
皆
な
驚
き
走
ぐ
。
而
る
に
、
礪
佳
仔
、
直
し
て
熊
に
昔
た
り
て
而
し
て
立

つ
。
左
右
、
熊
を
格
殺
す
。
天
子
、
債
仔
に
問
う
、
人
の
情
、
驚
僧
す
る
に
、

何
の
故
に
か
熊
に
昔
た
る
と
。
封
え
て
日
わ
く
、
妾
聞
く
、
猛
獣
は
、
人
を
得

て
而
し
て
止
ま
る
と
。
妾
、
御
座
に
至
ら
ん
こ
と
を
恐
る
。
故
に
身
を
以
て
甘

た
る
と
。
元
帝
、
嗟
嘆
す
。
此
れ
を
以
て
倍
し
て
焉
れ
を
敬
重
す
。
博
昭
儀
等
、

皆
惣
づ
。
・
=
…
乃
ち
佳
仔
を
立
て
て
昭
儀
と
鳥
す
。
」
　
と
あ
る
。

『
前
漠
紀
』
に
は
、
「
上
、
虎
圏
に
幸
し
て
獣
を
闘
わ
し
め
ん
と
す
。
後
宮
・

昭
儀
等
、
皆
座
す
。
熊
、
逸
し
て
圏
を
出
で
て
、
檻
を
肇
じ
て
上
に
及
ば
ん
と

欲
す
。
左
右
の
貴
人
・
博
昭
儀
、
皆
な
驚
き
走
ぐ
。
礪
佳
仔
、
直
前
し
て
、
熊

に
昔
た
り
て
而
し
て
立
つ
。
左
右
、
熊
を
格
殺
す
。
上
、
佳
仔
に
聞
い
て
日
わ

く
、
人
の
情
、
驚
憎
す
る
に
、
何
の
故
に
か
熊
に
昔
た
る
と
。
封
え
て
日
わ
く
、

妾
聞
く
、
猛
獣
は
、
人
を
得
て
而
し
て
止
ま
る
と
。
御
座
に
至
ら
ん
こ
と
を
恐

る
。
故
に
身
を
以
て
之
れ
に
昔
た
る
と
。
上
、
嗟
嘆
し
て
而
し
て
之
れ
を
嘉
す
。

博
昭
儀
、
甚
だ
斬
づ
。
是
れ
由
り
佳
仔
と
隙
有
り
。
」
と
あ
る
。

「

以
上
の
諸
資
料
と
比
較
し
て
み
て
も
、
『
女
學
』
の
ま
と
め
は
独
特
で
あ
る
。

例
え
ば
、
こ
の
事
件
の
時
、
礪
氏
は
、
実
は
ま
だ
佳
抒
な
の
で
あ
る
が
、
『
女

學
』
で
は
「
礪
昭
儀
」
と
設
定
し
て
い
る
。
時
間
的
前
後
よ
り
も
話
の
内
容
を

紹
介
す
る
こ
と
を
主
眼
と
す
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
「
上
」
の
と
こ
ろ
は
、

「
漠
元
帝
」
ま
た
は
　
「
帝
」
と
置
き
換
え
て
い
る
し
、
他
に
、
表
現
上
に
お
い

て
も
、
「
忽
ち
…
有
り
」
・
「
宮
人
」
・
「
避
け
匿
る
」
　
「
挺
然
と
し
て
」
・
r
何
ぞ
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濁
り
憧
れ
ざ
る
や
」
・
r
御
座
を
犯
さ
ん
こ
と
」
　
な
ど
独
自
の
言
い
ま
わ
し
を

工
夫
し
て
い
る
。

『
女
學
』
は
、
女
性
伝
記
紹
介
に
は
、
無
論
、
劉
向
『
列
女
侍
』
以
下
の
、

諸
正
史
の
　
r
列
女
侍
」
　
資
料
な
ど
を
用
い
て
い
る
が
、
原
典
か
ら
そ
の
ま
ま
同

文
を
切
り
取
っ
て
列
挙
し
て
い
る
と
は
限
ら
な
い
。
事
の
内
容
を
効
果
的
に
語

ろ
う
と
し
て
、
編
纂
者
自
身
の
観
点
で
原
文
を
変
形
し
、
表
現
に
工
夫
し
て
い

る
と
こ
ろ
が
多
々
見
受
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

◎
『
典
故
列
女
侍
』
頭
注
部
分

「
内
閣
文
庫
」
本
の
頭
注
部
分
に
、

[
原
文
]
倉
卒
間
、
意
既
真
誠
、
性
復
機
響
、
彼
食
人
禄
、
臨
難
而
棄
之
、
祝

之
悦
死
臭
、

倉
卒
の
間
、
意
、
既
に
其
誠
に
し
て
、
性
、
復
た
機
響
な
り
。
彼
の
人
の
禄

を
食
む
も
の
、
難
に
臨
み
て
而
し
て
之
れ
を
棄
つ
る
あ
れ
ば
、
之
れ
に
祝
す
に

憤
死
も
て
せ
ん
。

と
あ
る
。
礪
昭
儀
の
行
動
に
つ
い
て
、
こ
れ
を
、
人
に
仕
え
る
者
に
お
け
る
厳

し
い
自
覚
の
角
度
か
ら
評
論
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
倉
卒
の
間
に
お
い
て
、
己

が
意
と
性
に
具
わ
る
真
誠
と
機
肇
を
迂
闊
に
棄
て
な
い
こ
と
が
、
人
の
禄
を
食

む
者
の
留
意
す
べ
き
ポ
イ
ン
ト
で
あ
る
と
指
掃
し
た
い
の
で
あ
ろ
う
。
『
典
故

列
女
侍
』
の
頭
注
部
分
は
、
文
字
の
説
明
を
主
と
す
る
が
、
こ
こ
の
場
合
の
よ

う
に
、
所
々
で
独
自
の
人
間
論
や
社
会
論
を
掲
げ
る
こ
と
が
あ
る
。

こ
の
部
分
も
　
「
内
閣
文
庫
」
本
が
正
し
い
と
思
わ
れ
る
が
、
文
意
が
捉
え
難

い
と
い
う
点
も
有
っ
た
か
ら
か
、
各
本
に
多
少
の
字
の
異
同
が
認
め
ら
れ
る
。

②
　
倉
卒
間
、
意
既
真
誠
、
甜
復
機
等
彼
食
人
禄
、
臨
難
而
棄
之
、
視
之
悦
死
臭
、

③
　
倉
卒
間
、
意
既
真
誠
、
欄
復
機
響
∵
彼
食
人
禄
、
臨
難
而
棄
之
、
視
之
悦
死
臭
、

④
　
倉
卒
間
、
意
既
真
誠
、
甜
復
機
響
、
彼
食
人
禄
、
臨
難
而
棄
之
、
視
之
悦
死
臭
、

⑤
　
創
司
意
既
矧
誠
、
銅
像
机
等
彼
食
人
禄
、
臨
難
而
棄
之
、
視
之
塊
死
臭
、

⑥
　
倉
卒
問
、
意
既
矧
誠
、
倒
復
機
響
、
彼
食
人
禄
、
臨
難
而
避
之
、
祝
之
悦
死
臭
、

②
・
③
・
④
と
も
に
、
「
性
」
を
r
往
」
に
変
じ
て
い
る
。
⑤
に
お
い
て
は
、

「
倉
卒
間
」
　
を
「
倉
卒
之
」
　
に
作
り
、
さ
ら
に
　
「
往
」
を
「
亦
」
　
に
変
じ
て
い

る
。
「
往
復
」
　
の
ま
ま
で
は
読
み
難
い
と
見
て
の
工
夫
・
改
変
で
あ
ろ
う
か
。

⑥
は
、
「
倉
卒
間
」
　
に
返
し
て
い
る
が
、
「
性
」
　
を
　
「
仇
」
　
に
作
る
。
な
お
、

⑤
・
⑥
と
も
に
、
「
真
」
　
を
旧
字
体
に
す
る
。
　
　
　
、

【
第
十
一
章
】

[
原
文
]
采
建
炎
間
、
除
州
丁
國
賓
、
烏
盗
所
掠
、
格
烹
之
、
妻
泣
日
、
夫

族
亡
且
轟
、
輝
夫
存
、
請
以
妾
代
、
賊
遂
烹
妻
而
繹
其
夫
、
[
節
]

元
至
正
十
二
年
、
房
山
醇
大
儀
、
兵
乏
食
、
執
李
仲
義
欲
烹
之
、
仲
義
妻
劉

氏
聞
之
遽
往
、
沸
泣
伏
地
、
告
日
、
所
執
者
吾
夫
也
、
乞
玲
憐
之
貸
共
生
、
吉

家
有
醤
一
襲
、
米
一
斗
五
升
、
容
干
地
中
、
可
掘
取
之
以
代
書
夫
、
兵
不
従
、

劉
氏
日
、
善
夫
痩
小
、
不
可
食
、
吾
聞
婦
人
肥
黒
者
味
美
、
菩
肥
且
黒
、
頗
就

烹
以
代
夫
死
、
兵
遂
繹
其
夫
而
烹
劉
、
間
者
美
不
哀
之
、
[
容
曹
教
]

論
日
、
代
烹
之
惨
、
従
古
未
有
也
、
然
婦
人
以
夫
鳥
天
、
筍
可
以
全
夫
命
、

錐
死
不
評
、
此
所
謂
正
也
、
古
有
代
夫
服
刑
者
、
明
楊
継
盛
妻
張
氏
、
上
疏
請

斬
首
都
市
、
以
代
夫
死
、
而
不
可
得
、
王
裕
王
仔
沈
束
之
妻
、
請
代
夫
死
、
皆

蒙
寛
宥
、
忠
烈
之
婦
、
蓋
亦
有
事
有
不
幸
蔦
、
錐
遭
際
不
同
、
其
揆
一
也
、

右
第
十
一
章
、

采
、
建
炎
の
間
。
除
州
の
丁
国
賓
、
盗
の
掠
む
る
所
と
鳥
る
。
牌
に

之
れ
を
烹
ん
と
す
る
に
、
妻
、
泣
き
て
日
わ
く
、
夫
の
族
、
亡
し
て
且
に
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恵
き
ん
と
し
て
濁
り
夫
の
存
す
る
の
み
。
請
ふ
、
妾
を
以
て
代
え
ん
こ
と

を
と
。
賊
、
遂
に
妻
を
烹
て
、
而
し
て
其
の
夫
を
繹
す
(
1
)
。
[
節
な
り
。
]

元
の
至
正
十
二
年
、
房
山
賊
、
大
い
に
償
う
。
兵
、
食
乏
し
。
李
仲
義

あ
わ

を
執
え
て
之
れ
を
烹
ん
と
欲
す
。
仲
義
の
妻
劉
氏
、
之
れ
を
聞
き
て
遽
て

往
く
。
沸
泣
し
て
地
に
伏
し
て
、
告
げ
て
日
わ
く
、
執
う
る
所
の
者
は
、

音
が
夫
な
り
。
乞
う
、
之
れ
を
幹
み
憐
み
て
其
の
生
を
貸
さ
ん
こ
と
を
。

音
が
家
に
、
醤
一
襲
、
米
一
斗
五
升
の
、
地
中
に
容
に
す
る
有
り
て
、
之

れ
を
掘
り
取
る
可
し
。
以
て
音
が
夫
に
代
え
ん
と
。
兵
、
従
わ
ず
。
劉
氏

日
わ
く
、
吾
が
夫
、
痩
せ
て
小
さ
く
し
て
、
食
う
可
か
ら
ず
。
吾
聞
く
、

婦
人
の
肥
黒
な
る
者
は
、
味
美
な
る
と
。
吾
肥
え
て
且
つ
黒
し
、
願
わ
く

は
、
烹
に
就
き
て
以
て
夫
に
代
わ
り
て
死
せ
ん
と
。
兵
、
遂
に
其
の
夫
を

辞
し
て
、
而
し
て
劉
を
烹
る
。
聞
く
者
、
之
れ
を
哀
れ
ま
ざ
る
は
莫
し

(
2
)
。
[
容
は
、
音
数
。
]

論
に
日
わ
く
、
代
わ
り
て
烹
ら
る
る
の
惨
な
る
、
古
従
り
未
だ
有
ら
ざ

る
な
り
。
然
れ
ど
も
、
婦
人
、
夫
を
以
て
天
と
焦
す
。
筍
し
く
も
以
て
夫

の
命
を
全
う
す
可
く
ん
ば
、
死
す
る
と
雌
も
絆
せ
ず
。
此
れ
所
謂
る
正
な

「

る
な
り
。
古
に
、
夫
に
代
わ
り
て
刑
に
服
す
る
者
有
り
。
明
の
楊
紐
盛
の

妻
張
氏
、
上
硫
し
て
、
都
市
に
斬
首
し
、
以
て
夫
に
代
わ
り
て
死
せ
ん
こ

と
を
請
う
。
而
れ
ど
も
得
可
か
ら
ず
。
王
裕
・
王
仔
・
沈
束
の
妻
、
夫
に

代
わ
り
て
死
せ
ん
こ
と
を
請
い
て
、
皆
な
、
寛
肴
を
蒙
る
。
忠
烈
の
婦
、

蓋
し
亦
た
幸
有
り
不
幸
有
る
な
り
。
遭
際
、
同
じ
か
ら
ず
と
錐
も
、
其
の

揆
は
一
な
り
　
(
3
)
。
　
右
、
第
十
一
章
　
(
4
)

○
資
料
研
究

(
1
)
　
『
宋
史
』
巻
四
百
六
十
列
侍
第
二
百
十
九
列
女
に
、
「
(
建
炎
)
　
四
年
、

盗
の
祝
友
、
衆
を
除
州
の
襲
家
城
に
衆
め
て
、
人
を
掠
め
て
糧
と
鳥
す
。
東
安

鯨
の
民
、
丁
國
兵
な
る
者
及
び
其
の
妻
、
友
の
掠
む
る
所
と
鳥
る
。
妻
、
泣
き

て
日
わ
く
、
丁
氏
の
族
、
流
亡
し
て
巳
に
轟
く
。
夫
を
存
し
て
其
の
祀
り
を
績

け
ん
こ
と
を
乞
う
と
。
賊
、
遂
に
夫
を
搾
き
て
而
し
て
之
れ
を
害
す
。
」
と
あ

る
。(

2
)
『
元
史
』
巻
二
百
一
列
侍
第
八
十
八
列
女
に
、
「
判
例
瑚
叫
到
劉
瑚
1

劇
は
司
l
痢
叫
の
刃
な
り
1
1
至
正
二
十
年
、
賭
大
い
に
餓
う
。
判
司
1
劉
嘲

刺
利
昭
叫
兵
、
食
に
乏
し
く
し
て
、
李
仲
義
を
執
え
て
之
れ
を
烹
ん
と
欲
す
。

.
-

仲
義
　
の
弟
馬
見
、
走
げ
て
劉
氏
に
報
ぐ
。
劉
氏
、
遽
て
往
き
て
、
之
れ
を
救

わ
ん
と
し
て
、

沸
泣
し
て
地
に
伏
し
て
、
兵
に
告
げ
て
日
わ
く
、
執
う
る
所
の

者
は
、
足
れ
吾
が
夫
な
り
。
乞
う
、
之
れ
を
玲
み
憐
み
て
其
の
生
を
貸
さ
ん
こ

と
を
。
音
が
家
に
、
醤
一
襲
、
米
一
斗
五
升
の
、
地
中
に
容
に
す
る
有
り
て
、

之
れ
を
抱
り
取
る
可
し
。
以
て
吾
が
夫
に
代
え
ん
と
。
兵
、
従
わ
ず
。
劉
氏
日

わ
く
、
吾
が
夫
、
痩
せ
て
小
さ
く
し
て
、
食
う
可
か
ら
ず
。
喜
聞
く
、
婦
人
の

肥
黒
な
る
者
は
、
味
美
な
る
と
。
菩
肥
え
て
且
つ
黒
し
、
願
わ
く
は
、
烹
に
就

き
て
以
て
夫
に
代
わ
り
て
死
せ
ん
と
。
兵
、
遂
に
其
の
夫
を
挿
し
て
、
而
し
て

劉
を
烹
る
。
聞
く
者
、
之
れ
を
哀
れ
ま
ざ
る
は
美
し
。
」
と
あ
る
。
『
新
元
史
』

巻
二
百
四
十
六
列
侍
第
一
百
四
十
三
列
女
に
も
、
同
内
容
の
記
載
が
見
え
る
。

た
だ
し
、
「
李
仲
義
を
執
え
て
之
れ
を
烹
ん
と
欲
す
」
　
を
、
「
李
仲
義
を
執
う
」

に
、
「
吾
が
夫
、
痩
せ
て
小
さ
く
し
て
」
　
を
、
「
吾
が
夫
、
痩
せ
て
」
　
に
、
「
聞

く
者
、
之
れ
を
哀
れ
ま
ざ
る
は
莫
し
」
　
を
、
「
衆
、
之
れ
を
哀
れ
ま
ざ
る
は
莫

し
」
　
に
、
そ
れ
ぞ
れ
変
形
し
て
い
る
。

『
女
學
』
は
『
元
史
』
の
記
載
に
近
い
。
た
だ
し
、
傍
線
部
は
省
略
し
て
い

る
。
話
の
ポ
イ
ン
ト
を
明
確
に
す
る
た
め
の
適
当
な
処
置
と
思
わ
れ
る
。

な
お
、
『
典
故
列
女
停
』
②
・
⑤
で
は
、
原
文
「
兵
遂
繹
其
」
の
「
兵
」
を
、
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「
近
」
　
に
誤
り
作
る
。

」

◎
『
典
故
列
女
侍
』
頭
注
部
分

「
内
閣
文
庫
」
本
の
頭
注
部
分
に
、

[
原
文
]
劉
氏
乞
貸
夫
、
巳
應
隣
、
況
有
醤
米
代
之
平
、
入
内
無
幾
、
断
不
敵

醤
一
褒
米
一
斗
五
升
明
夫
、
乃
寛
不
允
、
至
劉
氏
請
以
身
代
、
方
舎
仲
而
烹
到
、

獣
相
食
且
人
憲
之
、
此
飢
兵
人
也
、
乃
不
好
食
粟
而
食
人
夫
、
悪
甚
於
狼
虎
夫
、

劉
氏
、
夫
を
貸
さ
ん
こ
と
を
乞
う
す
ら
、
巳
に
應
に
憐
む
べ
し
。
況
ん
や
醤

米
も
て
之
れ
に
代
え
ん
と
す
る
有
る
お
や
。
人
肉
、
幾
ば
く
も
無
け
れ
ど
も
、

断
じ
て
啓
の
一
襲
・
米
の
一
斗
五
升
に
も
赦
せ
ざ
る
こ
と
明
ら
か
な
り
。
乃
ち

止
鵬
さ

責
に
出
さ
れ
ず
。
劉
氏
の
、
身
を
以
て
代
わ
ら
ん
と
請
う
に
至
り
て
、
方
に
仲

お

を
舎
き
て
而
し
て
劉
を
烹
る
。
獣
の
相
い
食
う
す
ら
且
つ
人
之
れ
を
悪
と
す
。

比
の
飢
兵
、
人
な
り
。
乃
ち
粟
を
食
う
を
好
ま
ず
し
て
、
而
し
て
人
を
食
う
。

其
の
悪
な
る
こ
と
、
狼
虎
よ
り
も
甚
だ
し
き
な
り
。

と
あ
る
。
下
線
部
「
幾
」
・
「
劉
」
は
字
が
不
鮮
明
で
あ
る
が
、
原
文
の
字
形

と
他
本
と
を
比
べ
て
判
読
し
、
そ
れ
ぞ
れ
こ
の
字
と
推
定
し
た
。
こ
こ
は
、
李

仲
義
の
妻
劉
氏
の
事
件
に
つ
い
て
の
評
論
と
思
わ
れ
る
。
藍
鼎
元
の
評
論
が
忠

烈
の
婦
の
行
為
を
一
旦
是
認
し
た
上
で
の
、
結
果
に
対
す
る
事
不
幸
を
論
じ
て

い
る
が
、
こ
の
頭
注
で
は
、
人
肉
を
食
う
こ
と
の
非
人
間
性
に
つ
い
て
論
じ
る
。

各
本
、
以
下
の
よ
う
で
あ
る
。
①
と
異
な
る
部
分
に
傍
線
を
施
す
。

②
　
劉
氏
喝
貸
夫
、
巳
應
憐
、
況
有
醤
米
代
之
平
、
入
内
無
幾
、
断
不
敵
啓
一

襲
米
一
斗
五
升
明
夫
、
乃
寛
不
允
、
至
劉
刻
請
以
身
代
、
方
舎
仲
而
烹
劉
、
獣

相
食
且
入
幕
之
、
此
融
兵
人
也
、
乃
不
好
食
粟
而
食
入
、
其
悪
甚
於
狼
虎
夫
、

③
　
劉
氏
乞
貸
夫
、
巳
應
憐
、
況
有
醤
米
代
之
平
、
人
肉
無
幾
、
断
不
敵
醤
一
重

米
一
斗
五
升
明
臭
、
乃
克
不
允
、
至
劉
氏
請
以
身
代
、
方
創
仲
而
烹
劉
、
献
相

食
且
人
悪
之
、
此
飢
兵
人
也
、
乃
不
好
食
粟
而
食
入
、
其
悪
甚
於
狼
虎
夫
、

④
　
劉
氏
乞
貸
夫
、
巳
應
燐
、
況
有
醤
米
代
之
平
、
人
肉
無
幾
、
断
不
咄
醤
一
聾

米
一
斗
五
升
明
夫
、
乃
尭
不
允
、
至
劉
氏
請
以
身
代
、
方
剖
瑚
而
烹
劉
、
獣
相

食
且
人
悪
之
、
此
飢
兵
人
也
、
乃
不
好
食
粟
而
食
入
、
其
悪
甚
於
狼
虎
夫
、

⑤
　
劉
氏
殉
貸
夫
、
巳
應
憐
、
況
有
醤
米
代
之
平
、
入
内
無
幾
、
断
不
敵
醤
一
隻

米
一
斗
五
升
明
夫
、
乃
尭
不
凋
、
至
劉
夫
請
似
身
代
、
方
舎
神
l
而
烹
劉
、
獣
相

食
且
人
悪
之
、
此
堅
l
兵
人
也
、
乃
不
好
食
粟
而
食
入
、
其
悪
副
凰
対
英
、

⑥
　
劉
氏
乞
貸
夫
、
巳
應
隣
、
況
有
醤
米
代
之
平
、
入
内
無
幾
、
励
不
敵
醤
一
隻

米
一
斗
五
升
朝
刊
乃
寛
不
允
、
至
劉
氏
請
以
身
代
、
方
舎
仲
而
烹
剣
、
猷
相

食
嘲
人
悪
之
、
此
飢
兵
人
也
」
乃
不
好
食
刹
而
食
入
、
其
悪
甚
於
狼
虎
夫
、

以
上
、
異
同
と
し
て
は
、
②
で
、
「
吃
」
・
「
大
し
・
「
乱
し
、
③
で
、
「
合
」
、

⑥
で
、
「
政
」
・
「
含
仙
」
、
⑤
で
、
「
死
」
・
「
神
」
・
「
堅
」
・
「
可
謂
眞
大
奥
」
、

⑥
で
、
「
勅
」
・
r
著
貰
」
・
「
米
」
・
「
也
」
　
が
、
そ
れ
ぞ
れ
注
目
さ
れ
る
。
⑤
・

⑥
で
、
異
同
部
分
で
の
①
か
ら
の
距
離
が
大
き
い
。
こ
の
他
、
④
の
　
「
政
」
・

「
含
仙
」
　
の
部
分
の
変
字
の
根
拠
は
不
明
確
で
、
前
後
の
意
味
が
と
り
難
く
な

っ
て
い
る
。
②
の
　
「
吃
」
　
や
、
③
の
　
「
合
」
な
ど
も
前
後
の
意
味
を
考
慮
し
た

文
字
設
定
と
は
思
え
な
い
。
比
較
す
る
と
、
④
・
⑤
(
「
可
謂
眞
大
兵
」
は
別
と

し
て
)
　
の
用
字
が
最
も
不
正
確
で
あ
る
。
た
だ
し
、
⑥
に
は
、
前
後
の
文
意
を

考
慮
し
っ
つ
整
え
よ
う
と
し
た
跡
が
多
少
で
は
あ
る
が
伺
え
る
。

(
3
)
楊
紐
盛
の
妻
張
氏
に
つ
い
て
は
、
『
明
史
』
巻
二
百
九
列
侍
第
九
十
七

楊
纏
盛
博
に
、
枢
盛
が
靡
嵩
を
弾
劾
し
て
却
っ
て
帝
の
怒
り
を
買
っ
て
獄
に
下

さ
れ
る
。
妻
張
氏
は
、
上
書
し
て
云
う
、
「
臣
夫
縫
盛
、
市
井
の
言
を
誤
聞
し
、

尚
お
書
生
の
言
に
炒
れ
て
、
遂
に
狂
論
を
接
す
。
聖
明
、
即
ち
敬
を
加
え
ず
、

し

　

　

　

　

　

も

吏
議
に
従
わ
僻
む
。
…
…
伸
し
罪
の
重
き
を
以
て
、
必
ず
赦
さ
る
可
か
ら
ず
ん
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ば
、
願
わ
く
は
、
即
ち
臣
妾
の
首
を
斬
り
て
、
以
て
夫
の
誅
に
代
わ
ら
ん
こ
と

を
云
々
」
　
と
。
し
か
し
、
「
嵩
、
屏
し
て
奏
せ
ず
。
遂
に
三
十
四
年
十
月
朔
を

以
て
西
市
に
乗
せ
ら
る
。
年
四
十
。
刑
に
臨
み
て
詩
を
賦
し
て
日
わ
く
、
浩
気
、

太
虚
に
還
り
、
丹
心
、
千
古
を
照
ら
す
、
生
平
、
未
だ
恩
に
報
い
ず
、
留
め
て

忠
魂
の
補
と
作
さ
ん
と
。
天
下
、
相
い
奥
に
沸
泣
し
て
侍
え
て
之
れ
を
頒
す
。
」

と
あ
る
。
楊
縫
盛
の
伝
記
は
、
萬
斯
同
『
明
史
』
・
『
明
史
稿
』
・
『
明
人
小
樽
』

・
『
明
詩
綜
』
な
ど
に
も
見
え
る
。

沈
束
に
つ
い
て
は
、
『
明
史
』
巻
二
百
九
列
侍
第
九
十
七
沈
束
侍
に
、
沈
束

は
、
周
尚
文
の
卒
後
に
官
爵
を
追
贈
す
る
こ
と
を
許
可
せ
ぬ
厳
嵩
に
対
し
て
、

尚
文
の
功
績
を
評
価
し
て
質
す
が
、
却
っ
て
嵩
の
機
嫌
を
損
ね
て
帝
の
怒
り
を

買
い
、
獄
に
下
さ
れ
る
。
「
嵩
、
位
を
去
る
に
追
び
、
束
、
獄
に
在
る
こ
と
十

六
年
な
り
。
妻
張
氏
、
上
書
し
て
言
う
、
臣
の
夫
、
家
に
老
親
有
り
て
、
年
八

十
有
九
、
衰
病
、
侵
尋
に
し
て
、
朝
に
夕
を
計
ら
ず
。
・
‥
…
臣
、
願
わ
く
は
、

夫
に
代
わ
り
て
獄
に
繋
が
れ
、
夫
を
し
て
父
を
送
り
年
を
終
わ
り
、
仇
ち
還
り

て
繁
に
赴
か
令
め
ん
こ
と
を
。
安
に
、
陛
下
、
之
れ
よ
り
徳
　
の
大
な
る
は
莫

き
な
り
と
。
法
司
、
亦
た
請
と
鳥
す
も
、
帝
、
終
に
許
さ
ず
。
」
　
と
あ
る
。
た

だ
、
帝
は
、
後
に
束
の
獄
舎
で
の
様
子
に
心
動
か
さ
れ
、
「
束
を
稗
し
て
其
の

家
に
還
さ
し
む
」
　
と
あ
る
。
し
か
し
、
父
は
既
に
亡
く
な
り
、
束
は
ひ
ど
く
落

胆
し
た
と
い
う
。
そ
の
後
召
さ
れ
て
も
辞
退
し
て
出
仕
せ
ず
、
家
に
終
わ
っ
た

と
い
う
。
　
　
　
　
　
、

王
裕
・
王
仔
の
場
合
も
、
楊
紐
盛
と
対
照
的
な
事
例
と
し
て
掲
げ
、
し
か
も

沈
束
の
前
に
列
ね
て
あ
る
か
ら
、
明
時
代
の
世
宗
に
関
わ
る
出
来
事
と
思
わ
れ

る
が
、
い
ま
、
『
明
史
』
に
そ
の
事
実
が
見
あ
た
ら
な
い
。
た
だ
し
、
『
廣
列

女
侍
』
巻
十
女
範
類
に
、
「
王
裕
妻
」
　
の
伝
記
を
禄
し
、
典
拠
を
『
繍
像
列
女

侍
』
と
し
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
副
使
で
あ
っ
た
王
裕
は
仕
事
上
の
失
敗

で
死
刑
に
処
せ
ら
れ
る
こ
と
と
な
る
が
、
妻
の
周
氏
は
、
夫
が
一
人
息
子
で
あ

る
こ
と
、
幼
少
よ
り
誠
実
に
努
力
を
重
ね
て
出
世
し
て
き
た
こ
と
、
父
母
は
七

十
四
・
七
十
二
歳
の
老
齢
で
あ
る
こ
と
な
ど
の
実
状
を
訴
え
、
己
が
替
わ
り
に

刑
を
受
け
た
い
と
上
書
す
る
。
天
子
を
感
動
さ
せ
て
、
夫
は
許
さ
れ
る
。

藍
鼎
元
は
、
「
代
り
て
烹
ら
る
る
の
惨
な
る
、
古
従
り
未
だ
有
ら
ざ
る
な
り
」

と
い
う
。
な
る
ほ
ど
、
「
代
り
て
烹
ら
る
る
」
そ
れ
自
体
は
事
実
か
も
し
れ
な

い
。
た
だ
し
、
妻
が
夫
の
た
め
に
身
を
捨
て
る
事
例
は
、
古
来
の
も
の
で
あ
る
。

例
え
ば
劉
向
『
列
女
侍
』
節
義
篇
に
、
「
京
師
節
女
」
が
有
り
、
夫
を
仇
と
ね

ら
う
復
讐
者
に
対
し
て
己
を
身
代
わ
り
と
し
て
い
る
。
第
十
章
に
紹
介
さ
れ
る

礪
昭
儀
は
、
元
帝
を
學
う
熊
の
前
に
立
ち
は
だ
か
る
(
『
績
列
女
侍
』
な
ど
)
。
『
後

漢
書
』
列
女
侍
の
「
盛
道
妻
」
　
で
は
、
反
逆
の
罪
で
夫
婦
と
子
が
共
に
捕
ら
え

ら
れ
る
。
死
刑
目
前
に
し
て
、
妻
は
、
門
戸
を
建
立
す
る
た
め
、
獄
吏
を
欺
い

て
己
を
身
代
わ
り
に
し
て
牢
に
留
ま
り
、
夫
と
子
を
逃
亡
さ
せ
る
。
こ
れ
に
関

す
る
事
例
に
つ
い
て
は
、
拙
著
『
儒
教
社
会
と
母
性
-
母
性
の
威
力
の
観
点
で

み
る
漢
魂
晋
中
国
女
性
史
-
』
研
究
篇
、
第
六
章
第
二
節
「
母
や
妻
の
母
性

発
揮
を
自
己
犠
牲
の
観
点
で
検
証
す
る
」
　
に
論
述
し
て
い
る
。

藍
鼎
元
は
、
「
婦
人
、
夫
を
以
て
天
と
鳥
す
。
筍
く
も
以
て
夫
の
命
を
全
う
す

可
く
ん
ば
、
死
す
る
と
錐
も
辞
せ
ず
。
」
と
述
べ
る
。
「
夫
を
妻
の
天
と
す
る
し

の
は
、
古
来
　
(
『
儀
穏
』
)
　
の
見
方
で
あ
る
。
人
間
存
在
を
、
天
地
自
然
の
法
則

と
結
び
つ
け
て
認
識
し
、
儒
教
家
應
制
に
お
け
る
男
女
対
応
や
人
間
序
列
を
設

定
し
た
教
条
と
し
て
は
、
こ
の
よ
う
な
か
た
ち
で
提
示
さ
れ
る
の
は
致
し
方
の

な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
㌧
か
し
、
な
ぜ
夫
が
天
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
を
含

め
て
、
妻
が
身
を
犠
牲
に
す
る
こ
と
の
意
義
を
理
解
す
る
上
か
ら
は
、
充
分
納

得
の
い
く
理
由
説
明
と
は
言
い
難
い
。
こ
れ
ら
は
、
や
や
角
度
を
変
え
て
、
儒

教
社
会
の
本
質
に
関
わ
る
母
性
実
践
の
観
点
か
ら
理
解
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
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い
で
あ
ろ
う
。

儒
教
社
会
に
お
け
る
、
男
女
対
応
の
形
式
で
最
も
特
徴
的
な
点
は
、
女
性
の
、

男
性
へ
ゐ
一
方
的
服
従
・
従
属
に
あ
る
。
そ
し
て
こ
れ
は
、
古
来
、
女
性
存
在

ノ

へ
の
決
定
的
教
条
と
し
て
掲
げ
ら
れ
続
け
た
　
r
女
三
従
」
と
い
う
こ
と
ば
.
に
的

確
に
集
約
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
語
の
初
め
は
、
『
儀
穏
』
喪
服
篇
、
「
脊
衰
不

杖
期
」
　
の
　
「
繹
」
、
「
女
子
子
の
人
に
遠
く
者
、
其
の
父
母
の
鳥
め
に
す
」
　
の

「
侍
」
　
に
、
「
婦
人
に
三
従
の
義
有
り
て
、
専
用
の
道
無
し
」
　
と
あ
る
の
が
そ

れ
で
あ
る
。

儒
教
社
会
に
お
け
る
女
性
存
在
は
、
従
来
、
単
に
こ
の
角
度
か
ら
の
み
言
及

さ
れ
る
の
が
、
い
わ
ば
常
識
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
こ
の
観
点
で
は
、
妻
は
、

夫
に
対
し
て
一
方
的
に
従
属
し
奉
仕
す
る
存
在
で
し
か
な
い
こ
と
に
な
る
。
女

性
と
い
う
人
間
の
社
会
的
存
在
意
義
を
分
析
す
る
積
極
的
な
視
点
は
、
こ
こ
か

ら
は
芽
生
え
な
い
。
筆
者
は
、
儒
教
社
会
の
実
践
道
徳
た
る
孝
の
理
念
を
究
明

す
る
こ
と
を
通
し
て
、
女
性
存
在
を
積
極
的
に
研
究
す
る
視
点
を
設
定
し
た
。

孝
は
、
儒
教
社
会
を
構
築
す
る
中
核
の
道
徳
観
念
で
あ
る
。
こ
の
孝
が
、
母

・
妻
・
娘
の
母
性
に
よ
っ
て
、
子
・
夫
・
父
の
精
神
の
中
に
養
成
さ
れ
て
い
く

も
の
で
あ
る
こ
と
を
、
前
掲
拙
著
や
、
『
孝
と
母
性
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
ー
中
国
女

性
史
の
視
座
』
(
研
文
出
版
、
一
九
九
七
)
　
に
お
い
て
論
証
し
た
。

夫
と
妻
は
、
次
の
よ
う
な
対
応
関
係
に
在
る
と
考
え
ら
れ
る
。
夫
へ
の
妻
(
母

性
)
　
の
奉
仕
・
従
属
に
対
し
て
、
夫
は
、
家
や
血
縁
・
祖
先
の
霊
へ
の
孝
を
実

践
す
る
義
務
を
負
う
こ
と
に
な
る
。
妻
の
従
属
・
奉
仕
は
、
実
は
、
夫
の
孝
実

践
と
対
応
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
妻
の
夫
へ
の
奉
仕
が
、
母
性

に
基
づ
く
と
捉
え
る
こ
と
に
よ
り
、
儒
教
社
会
に
お
け
る
女
性
た
る
妻
の
積
極

的
存
在
理
由
の
一
端
を
明
確
に
し
得
た
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

妻
の
夫
へ
の
従
属
と
い
う
人
間
対
応
が
、
基
本
的
に
貞
節
と
い
う
概
念
と
し

て
把
握
さ
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
、
す
で
に
前
掲
拙
著
に
論
述
し
て
い
る
　
(
前
者

に
て
は
、
「
Ⅲ
研
究
篇
、
第
七
章
、
妻
の
母
性
の
構
造
、
貞
節
を
通
し
て
の
検
証
し
。
後
者

に
て
は
、
「
Ⅳ
、
4
、
、
夫
の
孝
と
妻
の
貞
節
」
な
ど
を
参
照
)
。

妻
が
、
夫
の
身
代
わ
り
に
な
っ
て
死
ぬ
と
い
う
の
は
、
例
え
ば
、
丁
國
賓
の

場
合
で
も
、
「
夫
を
存
し
て
其
の
祀
り
を
績
け
ん
こ
と
を
乞
う
」
　
の
が
理
由
で

あ
る
し
、
沈
束
の
場
合
で
も
、
「
夫
を
し
て
父
を
送
り
年
を
終
わ
ら
し
め
る
」

孝
の
た
め
で
あ
る
。
妻
の
犠
牲
は
、
一
族
の
血
縁
を
絶
や
さ
さ
ぬ
と
い
う
孝
、

老
衰
の
親
を
保
養
・
安
心
さ
せ
る
と
い
う
孝
実
践
の
た
め
な
の
で
あ
る
。

夫
が
妻
の
天
と
さ
れ
る
点
に
つ
い
て
。
天
で
あ
る
夫
薫
妻
に
指
令
・
掟
す

る
権
威
存
在
で
は
あ
る
が
、
観
点
を
少
し
ず
ら
せ
る
と
、
妻
の
母
性
実
践
の
支

援
を
得
な
け
れ
ば
夫
の
権
威
は
確
立
し
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
夫
の
権
威
は
そ

れ
自
体
と
し
て
妻
の
積
極
的
な
実
践
に
依
存
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
自
立
し
て

い
る
と
は
い
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
妻
の
犠
牲
的
母
性
実
践
は
、
夫
の
孝
実
践
を

心
理
的
に
示
唆
し
指
令
す
る
意
義
を
含
ん
で
い
よ
う
。
こ
れ
ら
男
女
の
対
応
の

諸
相
を
通
し
て
、
儒
教
社
会
の
姿
の
本
質
が
明
確
に
浮
か
び
上
が
る
こ
と
に
な

る
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
詳
細
に
つ
い
て
は
、
前
掲
の
拙
著
を
参
照
さ
れ
た
い
。

(
4
)
　
こ
の
　
「
右
第
十
一
章
」
　
を
、
「
右
第
十
一
年
」
　
に
作
る
も
の
が
あ
る
。

『
女
學
』
に
大
型
本
と
小
型
本
の
二
種
類
有
り
、
前
者
は
、
一
頁
が
九
行
、
一

行
が
十
七
字
で
あ
り
、
後
者
は
、
一
頁
が
十
行
、
一
行
が
二
十
二
字
で
あ
る
。

大
型
本
で
は
、
「
右
第
十
一
年
」
　
に
作
り
、
小
型
本
で
は
、
「
右
第
十
一
章
」

に
作
る
。
と
こ
ろ
で
1
　
こ
の
大
型
本
と
同
じ
行
と
字
数
で
編
成
さ
れ
る
『
典
故

列
女
侍
』
の
各
本
で
は
、
い
づ
れ
も
　
「
右
第
十
一
章
」
　
に
作
る
の
で
あ
る
。

〔
2
〕
　
r
事
舅
姑
之
徳
」

【
第
十
二
章
】
　
「
事
舅
姑
之
徳
」
　
に
関
連
す
る
立
言
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[
原
文
]
　
班
氏
日
、
物
有
以
恩
自
離
者
、
亦
有
以
義
自
破
者
、
夫
錐
云
愛
、
舅

姑
云
非
、
此
所
謂
以
義
自
破
者
也
、
然
則
舅
姑
之
心
奈
何
、
国
英
尚
於
曲
従
兵
、

姑
云
不
爾
而
是
、
国
宝
従
令
、
姑
云
爾
而
非
、
猶
宜
順
命
、
勿
得
違
戻
是
非
、

争
分
曲
直
、
此
則
所
謂
曲
従
兵
、
故
女
憲
日
、
婦
如
影
響
、
焉
不
可
賞
(
1
)
、

右
第
十
二
章

つ

班
氏
日
わ
く
、
物
に
恩
を
以
て
自
ず
か
ら
離
る
る
者
有
り
、
亦
た
義
を

以
て
自
ず
か
ら
破
る
る
者
有
り
。
夫
、
愛
す
と
云
う
と
錐
も
、
舅
姑
、
非

と
云
う
は
、
此
れ
所
謂
る
義
を
以
て
自
ず
か
ら
破
る
る
者
な
り
。
然
ら
ば

則
ち
舅
姑
の
心
を
ば
奈
何
ん
せ
ん
。
固
よ
り
曲
げ
て
従
う
よ
り
尚
き
は
莫

き
な
り
。
姑
、
爾
ら
ず
と
云
い
て
而
し
て
是
な
る
と
き
、
固
よ
り
宜
し
く

令
に
従
う
ペ
し
。
姑
、
爾
り
と
云
え
ど
も
而
れ
ど
も
非
な
る
と
き
、
猶
お

宜
し
く
命
に
順
う
ペ
し
。
是
非
を
違
戻
し
、
曲
直
を
争
分
す
る
を
得
る
こ

と
勿
か
ら
ん
と
す
。
此
れ
則
ち
所
謂
る
曲
げ
て
従
う
こ
と
な
り
。
故
に
女

憲
に
日
わ
く
、
婦
、
影
・
響
の
如
く
な
れ
ば
、
焉
ん
ぞ
賞
す
可
か
ら
ざ
ら

ん
と
。
　
右
、
第
十
二
章
。

○
資
料
研
究
一

(
1
)
　
こ
の
部
分
は
、
『
女
誠
』
曲
従
第
六
に
基
づ
く
。
『
女
學
』
は
、
初
め

の
部
分
を
省
略
す
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
れ
は
、
「
意
を
一
人
に
得
る
、
走
れ
を

永
に
畢
る
と
謂
う
。
意
を
一
人
に
失
う
、
是
れ
を
永
に
詰
る
と
謂
う
。
人
の
志

を
定
め
心
を
専
ら
に
す
る
を
欲
す
る
の
言
な
り
。
舅
姑
の
心
、
豊
に
昔
に
失
う

可
け
ん
や
。
」
　
の
部
分
で
あ
る
。
な
お
、
「
意
を
一
人
に
得
る
、
是
れ
を
永
に

畢
る
と
謂
う
。
意
を
一
人
に
失
う
、
是
れ
を
永
に
詰
る
と
謂
う
。
」
の
部
分
は
、

「
専
心
」
第
五
に
引
用
し
た
『
女
意
』
の
こ
と
ば
で
あ
る
。
彼
処
に
お
い
て
は
、

夫
の
心
を
得
る
た
め
に
、
専
心
・
正
色
す
る
よ
う
訓
戒
す
る
た
め
に
用
い
る
。

こ
こ
で
は
、
舅
姑
の
心
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
説
く
た
め
に
再
び
引

い
と
お
し

用
す
る
。
す
な
わ
ち
、
妻
が
舅
姑
の
心
に
適
わ
ね
ば
、
ど
ん
な
に
夫
が
愛
い

と
思
っ
て
い
て
も
、
夫
婦
関
係
は
決
裂
せ
ざ
る
を
得
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。

儒
教
社
会
で
は
、
夫
婦
は
、
男
女
の
互
い
の
個
人
的
な
意
志
や
愛
情
だ
け
で
直

接
に
結
び
合
え
ぬ
関
係
に
在
る
。
舅
姑
、
と
り
わ
け
姑
を
経
由
し
て
、
初
め
て

夫
婦
の
男
女
愛
情
の
関
係
が
成
り
立
つ
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
例
え
ば
劉

向
『
列
女
侍
』
母
儀
篇
の
　
「
跡
孟
輌
母
」
　
(
拙
著
『
劉
向
「
列
女
侍
」
の
研
究
』
)

や
「
『
二
十
四
孝
』
の
　
「
丁
蘭
」
　
(
拙
著
『
母
性
依
存
の
思
想
』
)
　
の
場
合
、
ま
た

有
名
な
物
語
詩
「
焦
仲
卿
妻
j
　
(
拙
著
『
儒
教
社
会
と
母
性
』
Ⅱ
研
究
鴬
、
第
七
章
)

な
ど
に
明
瞭
で
あ
る
。
藍
鼎
元
が
、
こ
の
部
分
を
省
略
し
た
の
は
、
こ
れ
が
、

舅
姑
へ
の
配
慮
に
つ
い
て
訓
戒
す
る
上
で
の
導
入
の
修
飾
的
部
分
に
す
ぎ
な
い

と
判
断
し
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
特
に
必
要
な
部
分
で
は
な
い
。

原
文
の
　
「
物
有
以
恩
自
離
者
、
亦
有
以
義
自
破
者
物
」
　
の
部
分
に
つ
い
て
、

特
に
「
以
恩
自
離
者
」
を
ど
う
読
む
か
考
察
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
従
来
、

は
な

諸
家
は
、
「
恩
を
以
て
自
ず
か
ら
離
る
る
者
」
　
と
読
ん
で
い
る
。
「
亦
」
　
で
接

続
す
る
か
ら
、
「
離
」
も
　
「
破
」
　
も
同
じ
方
向
の
意
味
に
捉
え
る
の
が
あ
た
り

ま
え
の
よ
う
に
も
思
え
る
。
こ
の
読
み
を
と
る
と
思
わ
れ
る
『
女
四
書
』
で
は
、

注
に
、
こ
れ
を
説
明
し
て
、
r
恩
を
一
人
に
専
ら
に
す
れ
ど
も
而
れ
ど
も
人
或

い
は
之
れ
を
悪
み
て
、
自
ず
か
ら
其
の
恩
に
保
ん
ず
る
能
わ
ず
。
」
　
と
い
う
。

ま
た
、
若
江
秋
蘭
著
『
和
解
女
四
書
』
は
、
「
そ
れ
夫
婦
の
中
、
な
れ
親
み
過

て
却
て
愛
を
失
い
、
は
な
れ
行
も
の
あ
り
、
」
と
解
説
す
る
。
夫
婦
離
別
の
原

因
を
、
′
「
人
或
い
は
之
れ
を
悪
み
て
」
と
す
る
も
、
「
な
れ
親
み
過
て
却
て
愛

を
失
い
」
と
す
る
も
、
い
ず
れ
も
す
っ
き
り
し
た
説
明
と
な
つ
で
は
い
な
い
よ

は
な

う
で
あ
る
。
「
離
る
る
」
　
と
読
み
つ
つ
も
そ
の
解
釈
の
落
ち
着
け
所
に
苦
し
む

か
ら
で
あ
ろ
う
。
む
し
ろ
、
「
夫
婦
を
結
ぶ
恩
愛
が
失
わ
れ
て
自
然
に
離
別
す
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る
こ
と
に
な
る
」
と
解
釈
す
れ
ば
理
解
し
易
い
よ
う
に
思
え
る
。
た
だ
し
、
「
自

離
」
に
は
、
両
者
が
互
い
の
意
志
で
離
れ
合
っ
て
い
く
と
.
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
含

ま
れ
る
て
い
そ
う
な
点
が
気
に
か
か
る
。
妻
に
離
別
要
求
権
が
無
い
儒
教
社
会

で
、
夫
婦
が
個
の
感
情
に
従
っ
て
自
然
に
離
別
す
る
と
解
す
る
の
は
、
や
や
無

は
な

理
で
あ
る
か
も
知
れ
な
い
。
「
離
る
る
」
　
と
読
む
場
合
の
納
得
し
き
れ
ぬ
こ
の

不
満
感
が
、
他
の
読
み
を
ひ
ね
り
出
す
。

と
こ
ろ
で
、
『
後
漢
書
集
解
』
引
沈
欽
韓
　
(
『
後
漢
書
琉
註
』
)
　
は
、
「
離
、
諌

み
て
堤
と
鳥
す
。
左
宣
十
二
年
俸
注
に
、
麓
は
著
な
り
と
。
」
と
い
う
。
な
お
、

『
易
経
』
離
卦
の
象
侍
に
、
「
離
は
麗
な
り
」
　
と
あ
り
、
王
弼
注
に
、
「
麓
は
、

猶
お
箸
の
ご
と
き
な
り
。
」
　
と
い
う
。
こ
の
指
摘
に
従
え
ば
、
「
離
」
　
を
連
れ

つ

合
う
の
意
と
見
て
、
「
恩
を
以
て
自
ず
か
ら
離
る
る
者
」
　
と
読
め
る
こ
と
に
な

る
。
こ
う
読
め
ば
、
夫
婦
は
恩
愛
の
絆
で
自
然
と
結
び
合
っ
て
い
る
存
在
で
も

あ
る
し
、
ま
た
義
理
の
た
め
に
自
然
と
緊
密
な
関
係
が
破
れ
ざ
る
を
得
な
い
こ

と
も
あ
る
も
の
だ
と
い
う
意
味
に
な
ろ
う
。
夫
婦
は
、
恩
愛
で
結
ば
れ
る
も
打

で
あ
る
し
、
ま
た
舅
姑
が
断
を
下
せ
ば
破
れ
る
も
の
で
も
あ
る
こ
と
を
述
べ
る

の
で
あ
る
か
ら
、
「
離
」
　
は
、
こ
の
読
み
で
解
す
る
の
が
分
か
り
易
い
よ
う
に

は
な

思
え
る
。
今
、
一
応
こ
の
読
み
に
従
う
。
た
だ
し
、
こ
こ
で
は
、
r
離
る
る
」

の
読
み
が
誤
っ
て
い
る
と
の
断
定
は
差
し
控
え
て
お
き
た
い
。

な
お
、
舅
姑
の
意
向
に
絶
対
服
従
せ
よ
と
は
述
べ
る
が
、
婦
に
お
け
る
現
実

の
服
従
対
象
は
、
実
は
姑
で
あ
る
。
こ
の
と
は
、
本
文
で
、
「
姑
、
爾
ら
ず
と

云
い
て
」
・
「
姑
、
爾
り
と
云
ヘ
ビ
も
」
　
と
指
摘
す
る
こ
と
で
明
白
で
あ
る
。

儒
教
社
会
の
家
族
制
に
お
い
て
、
姑
の
権
限
は
絶
大
で
あ
り
、
婦
と
姑
の
調
和

が
重
視
さ
れ
る
こ
と
は
、
歴
代
の
伝
記
資
料
や
教
導
資
料
の
繰
り
返
し
語
る
と

こ
ろ
で
あ
る
。
そ
れ
で
も
　
「
舅
姑
」
　
と
掲
げ
る
の
は
、
母
性
の
実
質
的
支
援
に

よ
っ
て
、
現
実
的
権
限
が
付
与
さ
れ
る
父
性
の
存
在
を
示
し
た
か
ら
に
過
ぎ
な

い
。
舅
姑
の
意
志
が
嫁
の
資
格
に
決
定
的
な
決
定
権
を
持
つ
こ
と
は
後
の
十
四

章
に
掲
げ
る
『
種
記
』
の
言
に
関
連
す
る
。

ノ

◎
「
事
舅
姑
之
徳
」
に
つ
い
て
の
藍
鼎
元
の
論

[
原
文
]
夫
之
父
、
謂
之
舅
、
夫
之
母
、
謂
之
姑
、
鳥
婦
而
不
能
事
舅
姑
、
錐

有
才
能
、
不
足
稀
也
、
末
世
愚
婦
、
但
知
夫
之
鳥
親
、
而
不
知
親
夫
之
親
、
承

順
弗
講
、
愛
敬
間
然
、
甚
至
抱
哺
其
子
、
与
公
並
偲
、
婦
姑
不
相
悦
、
則
反
唇

而
相
稽
、
漠
俗
之
敵
、
質
生
所
鳥
太
息
也
、
夫
惟
孝
敬
、
勿
逆
勿
怠
、
曲
意
承

歓
、
務
轟
乃
職
、
歴
息
難
而
不
忘
、
過
酷
虐
而
無
性
、
斯
可
謂
賢
婦
兵
、
述
事

舅
姑
之
徳
、
日
比
以
下
凡
九
章
、
[
夫
惟
之
夫
音
挟
、
難
去
督
、
]

夫
の
父
を
、
之
れ
舅
と
謂
う
。
夫
の
母
を
、
之
れ
姑
と
謂
う
　
(
1
)
。

婦
と
腐
り
て
而
し
て
舅
姑
に
事
う
る
能
わ
ざ
れ
ば
、
才
能
有
り
と
錐
も
、

し
た
し
さ
ひ
と

稀
す
る
に
足
ら
ざ
る
な
り
　
(
2
)
。
末
世
の
愚
婦
、
但
だ
に
夫
の
　
親

お
や

と
焦
す
を
知
る
の
み
に
て
、
而
し
て
夫
の
親
を
親
と
す
る
を
知
ら
ず
。
承

は
ぐ
く

順
、
講
ぜ
ら
れ
ず
、
愛
敬
、
間
然
た
り
。
甚
だ
し
き
は
、
其
の
子
を
抱
き
哺

わ
し
な
げ
だ

む
に
、
公
と
奥
に
並
び
　
促
　
し
、
婦
姑
、
相
い
悦
ば
ざ
る
と
き
は
、
則

そ

ら

　

　

　

　

　

　

　

　

あ

け

つ

ら

う

ち
唇
を
反
し
て
、
而
し
て
相
い
　
稽
　
す
る
に
至
る
。
漠
俗
の
敵
に
し
て
、

質
生
の
、
薦
め
に
大
息
す
る
所
な
り
。
夫
れ
惟
だ
孝
敬
な
る
の
み
。
逆
う

こ
と
勿
く
怠
る
こ
と
勿
く
、
意
を
曲
げ
歓
び
を
承
け
て
、
務
め
轟
く
す
を

つ
と
め
お
ろ
そ
か

ば
乃
ち
職
と
す
。
患
難
を
磨
れ
ど
も
而
れ
ど
も
　
忘
　
に
せ
ず
、
酷
虐

-
つ
ら

に
遇
え
ど
も
而
れ
ど
も
恨
む
こ
と
無
し
。
斯
れ
賢
婦
と
謂
う
可
き
な
り

(
3
)
。
舅
姑
に
事
う
る
の
徳
を
述
ぶ
る
こ
と
、
此
れ
自
り
以
下
、
凡
そ

九
章
。
[
夫
惟
の
夫
は
、
音
挟
。
難
は
、
去
督
。
]

○
資
料
研
究
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(
1
)
　
『
爾
雅
』
輝
親
に
、
「
婦
、
夫
の
父
を
稀
し
て
舅
と
日
う
。
夫
の
母
を

稀
し
て
姑
と
日
う
。
」
　
と
あ
る
。

(
2
)
女
子
の
才
能
や
教
養
に
つ
い
て
の
指
摘
で
あ
る
。

○
女
子
と
教
育
機
会
に
関
す
る
認
識
に
つ
い
て

儒
教
社
会
で
は
、
婦
人
は
、
家
族
制
の
権
威
存
在
た
る
舅
姑
に
奉
事
す
る
こ

と
、
ま
た
、
こ
の
体
制
を
確
立
す
る
た
め
の
現
実
の
直
接
責
任
者
と
し
て
、
夫

が
措
定
さ
れ
、
こ
の
た
め
に
、
男
性
に
よ
る
主
導
が
尊
ば
れ
る
。
女
子
は
男
子

に
従
え
ば
良
い
の
だ
か
ら
、
こ
れ
へ
の
教
育
は
無
用
で
あ
る
と
す
る
社
会
通
念

と
さ
れ
や
す
い
傾
向
に
あ
っ
た
こ
と
は
容
易
に
想
像
で
き
る
。
こ
れ
に
異
を
唱

え
た
の
は
曹
大
家
『
女
誠
』
で
あ
る
。
そ
の
　
「
夫
婦
」
第
二
に
、
「
但
だ
に
男

に
の
み
教
え
て
、
而
し
て
女
に
教
え
ず
。
亦
た
彼
此
の
敦
に
蔽
す
る
な
ら
ず
や
。
」

と
い
う
。
た
だ
し
、
こ
れ
は
、
勿
論
男
女
に
同
等
で
平
等
の
教
育
権
を
認
め
よ

と
い
う
よ
う
な
レ
ベ
ル
の
提
言
で
は
な
い
。
男
女
共
に
、
己
の
存
在
役
割
の
自

覚
を
明
確
に
把
握
す
る
た
め
に
し
っ
か
り
学
ぶ
姿
勢
を
確
立
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
と

い
う
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
こ
の
前
文
に
、
「
夫
、
賢
な
ら
ざ
れ
ば
、
則
ち
以

て
婦
を
御
す
る
無
し
。
婦
、
賢
な
ら
ざ
れ
ば
、
則
ち
以
て
夫
に
事
う
る
な
し
。
」

と
述
べ
て
い
る
こ
と
で
明
ら
か
で
あ
る
。
女
性
は
、
妻
で
あ
る
己
が
夫
に
従
順

で
あ
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
道
理
の
中
に
在
る
こ
と
を
自
覚
す
る
よ
う
基
本
的

に
要
求
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
以
後
、
儒
教
社
会
に
お
い
て
、
.
女
子
教
育
の
必
要

性
が
唱
え
ら
れ
る
場
合
に
お
い
て
も
、
基
本
ス
タ
イ
ル
は
概
ね
こ
の
よ
う
で
あ

っ
た
。

し

『
顔
氏
家
訓
』
治
家
篇
に
、
婦
人
は
食
べ
物
や
衣
服
の
世
話
を
す
る
よ
う
心

掛
け
る
べ
き
で
、
国
政
に
関
わ
る
こ
と
や
家
の
内
を
主
導
す
る
よ
う
な
こ
と
に

あ
す
か与

る
べ
き
で
は
な
い
と
し
、
「
如
し
聡
明
・
才
智
有
り
l
　
て
古
今
に
識
達
す
る
な

れ
ば
、
.
正
し
く
昔
に
君
子
を
補
佐
す
べ
し
。
」
と
い
う
。
女
子
の
家
庭
に
お
け

る
役
割
認
識
を
明
確
に
し
つ
つ
、
学
問
・
教
養
を
全
面
的
に
否
定
は
し
て
い
な

ヽ

　

0

-
V

司
馬
公
『
家
範
』
は
、
『
女
誠
』
の
指
摘
に
も
注
目
し
つ
つ
、
巻
六
の
　
「
女
」

に
、
「
凡
そ
人
學
ば
ざ
れ
ば
穏
義
を
知
ら
ず
、
…
…
然
ら
ば
則
ち
人
と
慮
り
て

は
以
て
學
ば
ざ
る
ペ
か
ら
ざ
る
こ
と
、
豊
に
男
女
の
異
な
る
有
ら
ん
や
。
是
の

故
に
、
女
子
、
家
に
在
り
て
は
、
以
て
孝
繹
・
論
語
・
及
び
詩
・
種
を
讃
み
て
、

略
々
大
義
に
通
じ
ざ
る
可
か
ら
ず
。
」
　
と
い
う
。
な
お
、
呂
坤
は
、
女
子
の
教

養
に
つ
い
て
、
「
孝
経
・
列
女
侍
・
女
訓
・
女
誠
の
類
の
如
き
、
熟
讃
・
明
講

せ
ざ
る
可
か
ら
ず
。
J
　
(
『
女
畢
』
巻
六
引
)
　
と
い
う
。

一
方
、
『
温
氏
母
訓
』
に
、
「
婦
女
、
只
だ
柴
米
・
魚
肉
の
数
百
字
を
粗
識

す
る
を
許
す
る
の
み
に
て
、
字
を
識
る
こ
と
多
き
は
無
益
に
し
て
而
し
て
損
有

る
な
り
。
」
　
と
い
う
よ
う
に
、
女
子
は
学
問
教
養
を
身
に
付
け
る
の
は
無
用
と

す
る
考
え
方
は
や
は
り
根
強
い
。
明
時
代
、
陳
艇
儒
『
安
得
長
者
言
』
に
、
「
男

子
、
徳
有
る
、
便
ち
走
れ
才
な
り
。
女
子
、
才
無
き
、
便
ち
是
れ
徳
な
り
。
」

と
あ
り
、
超
如
源
『
古
今
女
史
』
の
序
に
、
「
夫
れ
、
才
無
き
、
便
ち
足
れ
徳

な
り
と
は
、
矯
桂
の
言
に
似
た
り
。
」
　
と
い
う
。
し
か
し
、
『
女
範
捷
録
』
才

徳
篇
に
は
、
「
女
子
、
才
無
き
、
便
ち
走
れ
徳
な
り
と
。
比
の
語
、
殊
に
非
な

り
。
…
…
君
子
の
子
を
教
う
る
や
、
濁
り
以
て
女
に
訓
う
る
可
か
ら
ざ
ら
ん
や
。
」

と
い
う
。
陳
東
原
『
中
国
婦
女
生
活
史
』
第
七
章
の
四
に
、
「
無
才
是
徳
」
と

い
う
語
の
生
み
だ
さ
れ
た
経
緯
に
つ
い
て
論
じ
て
、
こ
の
語
は
、
明
末
の
頃
に

用
い
ら
れ
始
め
た
で
あ
ろ
う
と
推
定
し
て
い
る
。
語
源
と
し
て
は
、
そ
う
で
あ

っ
て
も
、
こ
の
語
の
背
景
で
あ
る
女
子
に
教
育
は
不
要
と
す
る
女
性
観
が
、
古

来
の
も
の
で
あ
っ
た
で
打
ろ
う
こ
と
は
、
前
引
の
曹
大
家
『
女
誠
』
に
よ
っ
て

も
明
ら
か
で
あ
る
。

『
女
學
』
は
、
す
で
に
　
「
女
學
自
序
」
　
に
、
婦
人
教
育
の
必
要
に
つ
い
て
、
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「
婦
人
の
善
悪
、
同
じ
か
ら
ず
。
仕
・
習
、
各
々
異
な
る
。
比
し
て
之
れ
を
脅

し
う
す
る
に
は
、
宜
し
く
學
ぶ
に
如
く
は
美
か
る
べ
し
。
」
　
と
述
べ
て
い
る
。

ま
た
、
巻
六
婦
功
篇
に
、
「
學
問
之
功
」
を
設
け
、
女
子
に
お
け
る
学
問
の
意

義
に
つ
い
て
、
十
章
に
捗
っ
て
説
く
。

ま
た
、
陳
宏
譲
『
五
教
遺
規
』
の
　
「
教
女
遺
規
序
」
　
に
、
女
子
教
育
に
つ
い

て
の
世
間
の
認
識
不
足
を
指
摘
す
る
。
女
子
教
育
の
必
要
性
や
、
女
子
が
本
来

教
え
甲
斐
の
有
る
諸
素
養
を
具
有
す
る
存
在
で
あ
る
と
説
く
。
す
な
わ
ち
、
「
天

下
、
教
う
可
か
ら
ざ
る
の
人
無
く
、
亦
た
以
て
教
え
ざ
る
可
き
の
人
無
し
。
而

は
す

る
を
豊
に
濁
り
女
子
を
の
み
遺
す
あ
ら
ん
や
。
…
…
賢
女
有
り
て
然
る
後
賢
婦

有
り
、
賢
婦
有
り
て
然
る
後
賢
母
有
り
、
賢
母
有
り
て
然
る
後
賢
子
孫
有
り
。

よ

王
化
は
、
関
門
に
始
ま
り
、
家
人
は
、
女
貞
に
利
ろ
し
。
女
教
の
繁
く
る
所
、

も
と
い

蓋
し
蒸
重
き
な
り
。
或
る
ひ
と
疑
う
、
女
子
、
書
を
知
る
者
少
な
き
は
、
文

字
の
能
く
教
う
る
所
に
非
ず
し
て
、
而
も
筆
墨
を
弄
び
文
詞
に
工
み
な
る
者
、

時
に
反
っ
て
女
徳
の
累
と
鳥
る
こ
と
有
り
と
。
知
ら
ず
、
女
子
の
性
慧
を
具
有

た

と

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

ま

し
て
、
縦
い
経
史
を
ば
貫
通
す
る
能
わ
は
ざ
れ
ど
も
、
間
に
し
て
亦
た
粗
ぼ
文

お
も
う
に

義
を
知
る
を
。
…
…
意
者
女
子
の
性
、
専
一
・
鴬
至
に
し
て
、
其
の
教
を
鳥

し
て
尤
も
入
り
易
き
こ
と
有
る
者
な
ら
ん
か
。
」
　
と
い
う
。

清
時
代
に
は
、
女
子
を
、
男
子
に
従
順
で
従
属
す
べ
き
存
在
と
す
る
古
来
の

認
識
は
、
基
本
的
に
は
否
定
さ
れ
な
い
も
の
の
、
女
子
教
育
に
つ
い
て
、
古
来

と
は
や
や
異
な
っ
た
角
度
か
ら
の
積
極
的
な
関
心
が
深
ま
っ
て
い
る
よ
う
で
あ

る
。
教
育
は
、
.
女
子
に
期
待
さ
れ
る
従
順
の
性
を
損
な
う
と
い
う
考
え
方
が
、

む
し
ろ
逆
の
角
度
か
ら
見
直
さ
れ
、
女
子
に
お
け
る
学
問
・
教
養
の
充
実
が
、

女
性
の
社
会
的
役
割
へ
の
認
識
を
高
め
る
と
さ
れ
た
の
で
る
。
た
だ
し
、
こ
れ

も
、
実
は
基
本
的
に
は
、
曹
大
家
『
女
誠
』
　
の
立
場
が
、
社
会
や
経
済
思
想
の

変
化
を
視
野
に
入
れ
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
た
、
近
世
に
お
け
る
教
育
論
の
下
で
、

も
っ
と
も
ら
し
く
修
飾
し
て
説
き
直
さ
れ
た
に
過
ぎ
な
い
と
い
う
見
方
も
で
き

る
だ
ろ
う
。

な
お
、
先
引
の
陳
東
原
『
中
国
婦
女
生
活
史
』
(
第
七
章
の
四
)
　
は
、
清
の
章

安
齋
『
婦
學
篇
』
よ
り
、
「
古
の
賢
女
、
才
有
る
を
貴
ぶ
な
り
。
前
人
、
云
え

る
有
り
、
女
子
、
才
無
き
、
便
ち
是
れ
徳
な
畑
と
は
、
才
を
悪
む
に
非
ざ
る
な

り
。
正
し
く
謂
う
、
小
才
有
り
て
而
し
て
學
を
知
ら
ざ
れ
ば
、
乃
ち
玲
飾
も
て

`

l

し

い

ま

ま

　

　

　

　

　

　

　

　

う

た

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

の

こ

名
を
　
栄
　
に
す
る
を
鳥
し
て
、
持
た
、
村
嬢
・
田
姫
　
の
㍉
　
笑
い
を
大
方
に
胎

す
を
致
さ
ざ
る
に
も
如
か
ず
。
」
　
を
紹
介
し
て
い
る
。

(
3
)
　
婦
人
が
舅
姑
に
奉
事
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
『
穏
記
』
内
則
篇
に
種
々

言
及
す
る
。
ま
た
、
『
女
學
』
で
は
、
後
の
巻
六
　
「
婦
容
」
篇
に
「
事
親
之
容
」

で
、
二
章
に
捗
っ
て
言
及
す
る
。
し
か
し
、
舅
姑
問
題
に
つ
い
て
は
、
こ
の
「
婦

徳
」
　
篇
の
こ
こ
に
力
点
が
置
か
れ
て
い
る
。
婦
人
に
と
っ
て
は
、
婚
家
で
の
責

任
自
覚
が
特
に
重
視
さ
れ
る
。
こ
の
　
「
婦
徳
」
　
篇
に
お
い
て
も
、
r
事
父
母
之

徳
」
　
(
第
二
十
九
章
～
第
三
十
三
章
)
　
よ
り
も
、
こ
の
　
「
事
舅
姑
之
徳
」
　
(
第
十
二

章
～
第
二
十
章
)
が
前
に
置
か
れ
、
そ
れ
が
「
事
夫
之
徳
」
(
第
二
章
～
第
十
一
章
)

の
直
後
に
列
ね
ら
れ
る
の
は
そ
の
た
め
で
も
あ
ろ
う
。

た
だ
し
、
興
味
深
い
の
は
、
「
事
夫
之
徳
」
　
が
最
初
に
置
か
れ
る
こ
と
で
あ

る
。
こ
の
点
は
、
曹
大
家
『
女
誠
』
に
類
似
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
後
代
の
女

教
書
を
管
見
し
て
み
る
と
、
『
女
論
語
』
で
は
、
「
事
父
母
章
第
五
」
・
「
事
舅

姑
章
第
六
」
　
を
む
し
ろ
先
行
さ
せ
て
、
次
に
　
「
事
夫
章
第
七
」
　
を
列
ね
、
『
内

訓
』
で
は
、
「
事
父
母
章
第
十
二
」
・
「
事
君
章
第
十
三
」
・
「
事
舅
姑
第
十
四
」

の
順
序
に
列
ね
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
書
物
が
編
纂
さ
れ
る
時
代
や
背
景
、
ま
た

編
者
の
考
え
で
、
夫
・
父
母
・
舅
姑
へ
の
対
応
の
認
識
に
微
妙
な
差
異
が
存
す

る
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
夫
と
婦
の
精
神
結
合
を
基
盤
に
し
て

家
へ
・
の
対
応
を
論
じ
て
い
く
か
　
(
啓
大
家
『
女
誠
』
な
ど
)
、
ま
た
は
、
家
の
重
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心
が
舅
姑
に
在
る
点
を
基
点
と
し
て
、
婦
へ
の
教
訓
を
掲
げ
る
が
、
そ
の
た
め

に
、
婦
の
行
動
を
支
え
る
気
構
え
の
、
す
べ
て
の
出
発
点
が
生
家
に
存
す
る
点

に
注
目
し
て
、
舅
姑
へ
の
奉
仕
を
導
く
始
点
と
し
て
、
父
母
へ
の
仕
え
方
を
説

き
初
め
と
す
る
か
な
ど
　
(
『
女
論
語
』
・
『
内
訓
』
な
ど
)
　
の
、
そ
れ
ぞ
れ
の
異
な

り
が
想
定
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
点
で
比
較
す
る
と
、
『
女
學
』
は
、
夫
婦

の
精
神
結
合
を
基
点
と
す
る
『
女
誠
』
の
流
れ
に
近
い
と
こ
ろ
が
一
特
質
と
云

え
そ
う
で
あ
る
。

劉
向
『
列
女
侍
』
で
、
婦
と
舅
姑
の
対
応
に
関
連
す
る
も
の
は
、
「
周
室
三

母
J
・
「
衛
姑
定
姜
J
・
「
魯
季
敬
姜
J
・
「
鄭
孟
輌
母
」
　
(
r
母
儀
J
篇
)
・
「
陳
寡
孝

婦
」
　
(
「
貞
順
」
篇
)
な
ど
で
あ
る
。
女
教
の
書
に
は
、
大
抵
は
こ
れ
を
掲
げ
る
。

『
女
論
語
』
に
は
、
「
事
舅
姑
第
六
」
、
『
女
孝
繹
』
に
も
、
r
事
舅
姑
章
第
六
」
、

司
馬
光
『
家
範
』
巻
十
に
　
「
舅
姑
」
　
を
、
『
女
訓
』
に
、
「
孝
舅
姑
」
　
を
、
『
内

訓
』
に
も
、
「
事
舅
姑
章
第
十
四
」
　
を
、
そ
れ
ぞ
れ
設
け
て
い
る
。
な
お
、
後

の
第
十
五
章
の
　
「
資
料
研
究
」
　
に
、
儒
教
社
会
に
お
け
る
婦
と
姑
の
対
応
の
意

義
に
つ
い
て
、
諸
資
料
を
交
え
て
論
じ
る
。

儒
教
家
族
制
に
お
け
る
舅
姑
、
な
か
ん
づ
く
姑
の
位
置
づ
け
は
独
特
で
あ
り
、

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
、
拙
著
『
儒
教
社
会
と
母
性
-
母
性
の
威
力
の

へ

観
点
で
み
る
漠
魂
晋
中
国
女
性
史
1
』
(
一
九
九
閃
「
研
文
出
版
)
　
I
概
説
篇
、

第
二
章
、
「
妻
の
母
性
と
孝
」
・
r
『
女
誠
』
に
お
け
る
母
性
認
識
」
、
Ⅱ
研
究
篇
、

第
四
章
、
「
『
女
誠
』
に
お
け
各
女
性
教
導
と
主
婦
の
位
置
」
、
第
七
章
、
「
妻

の
母
性
の
構
造
」
、
V
、
「
魯
家
を
維
持
し
、
養
姑
を
遂
行
す
る
た
め
の
寡
婦

貫
徹
や
再
婚
拒
否
」
、
や
、
『
孝
と
母
性
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
ー
中
国
女
性
史
の
視

座
-
』
Ⅳ
、
2
、
母
の
影
響
力
と
役
割
-
列
女
伝
記
説
話
を
中
心
に
-
」
な
ど

も
参
照
さ
れ
た
い
。

r
買
生
云
々
」
　
に
つ
い
て
、
『
漢
書
』
列
侍
十
八
質
誼
侍
や
、
『
買
長
沙
集
』

(
『
漠
親
六
朝
一
百
三
家
集
』
)
　
の
　
「
論
時
政
琉
」
　
な
ど
に
、
「
其
の
子
を
抱
き
哺

む
に
、
公
と
輿
に
僻
び
促
し
、
婦
姑
、
相
い
説
ば
ざ
る
と
き
は
、
則
ち
唇
を
反

し
て
、
而
し
て
相
い
稽
す
。
」
と
あ
る
。
『
女
學
』
で
は
、
「
桝
」
を
「
並
」
　
に
、

「
説
」
を
「
悦
」
　
に
、
「
唇
」
を
「
唇
」
に
作
る
。
『
新
書
』
巻
第
三
時
弊
篇

(
「
四
部
叢
刊
」
本
)
　
に
て
は
、
「
其
の
子
を
抱
き
哺
む
に
、
公
と
輿
に
併
び
略

し
、
婦
姑
、
相
い
説
ば
ざ
る
と
き
は
、
則
ち
唇
を
反
し
て
、
而
し
て
睨
む
。
」

と
あ
る
。
『
女
學
』
で
は
、
「
桝
据
」
を
「
並
偲
」
　
に
、
「
説
」
　
を
「
悦
」
　
に
、

「
唇
」
　
を
　
「
唇
」
　
に
、
「
睨
」
　
を
　
「
相
稽
」
　
に
作
る
。
多
少
の
文
字
の
異
同
は

あ
る
も
の
の
、
『
女
學
』
の
表
現
は
、
『
漢
書
』
の
そ
れ
に
近
い
。




